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令和４年度予算審査特別委員会（第３回） 

 

令和４年６月１６日（木曜日）午前１０時００分開会   

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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 議案第４０号 令和４年度七飯町一般会計補正予算（第３号） 

 議案第４１号 令和４年度七飯町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 議案第４２号 令和４年度七飯町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 議案第４３号 令和４年度七飯町水道事業会計補正予算（第１号） 

 議案第４４号 令和４年度七飯町下水道事業会計補正予算（第１号） 

  １．各課の聴取について 

  ２．町長への総括質疑の有無について 

  ３．各会計予算の採決について 

  ４．報告書へ記載する事項について 

  ５．その他 

   ───────────────────────────────────────── 
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○欠席委員（０名） 

   ───────────────────────────────────────── 

○議長出席の有無   無 

   ───────────────────────────────────────── 

○出席説明員（２２名） 

   副   町   長 
   総務部長事務取扱          
               宮 田   東     総務部総務財政課長   中 村 雄 司 
   経済部長事務取扱          
   民生部長事務取扱          
   総務部総務財政課          
              青 山 栄久雄     総務部情報防災課長  庭 田 昌 輝 
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午前１０時００分 開会 

○池田委員長 皆さん、おはようございます。 

 それでは、令和４年度予算審査特別委員会第

３回目の委員会を開催いたします。 

 追加資料の請求について、正副委員長で確認

した経過をもって、商工観光課のクーポン券に

関しまして若山委員のほうから資料請求があり

ました。それにつきまして、上位５件の店の名

前を教えてくださいというあれがありましたけ

れども、この予算委員会では調査権がありませ

んので、予算審議から省きたいと思います。こ

ういう場合は、９月の決算特別委員会でやられ

てはどうかなと思いまして、今回の場合には、

正副で考えた場合に省かせてもらいたいと思い

ますけれども、皆様どうでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 委員会で決められてしまえば、そ

れに従いますけれども、別に個人的興味から

言っているわけではなくて、クーポン券の経済

的効果が本当にあるかどうか。どこかに偏って

利用されるようなものではないのかとか、そう

いう中身を見ながら、今回の世帯当たりに配る

はずのものが全員に配るということで拡大する

ような事業なわけですね。だから、それが果た

して全員協議会のときにも各地区に分かれてい

いのかどうかというような意見もありました

し、そういう意味で判断する材料として、そう

いう資料はあったほうが審議の上に役に立つの

ではないかなと。だから、そこで得た情報につ

いて、外でどうこうするわけではなくて、どこ

かが一人勝ちしているような状況はないのかど

うかとか、そういう判断をぜひさせていただき

たいなと思って申出したので、それも踏まえて

もう一度みんなに図っていただいて、みんなが

判断するのにそんな資料を要らないよというこ

とであれば、それに従います。 

○池田委員長 それでは、若山委員のほうから

のクーポン券に関しての上位５件の資料は、皆

さんどうでしょうか。必要でしょうか、今回の

予算審議に関して。 

 青山委員。 

○青山委員 先ほど冒頭で委員長が言ったとお

り、９月の決算審査特別委員会でやったらどう

かと。あと何か月もないので、そこで審査でき

るのであれば、そういう形で進めていただいた

ほうが私はよろしいのではないかと。 

 以上です。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 若山委員がおっしゃっていること

はよく理解できます。これからやろうとしてい

ることの効果が推測できるかどうかという資料

として聞きたいということですから、紙でもら

うのではなくて、口頭で名前だけ教えてもらっ

て、それでいいのではないですかね。そのぐら

いのことはできませんか。資料というよりも教

えていただくという形で。 

○池田委員長 暫時休憩します。 

午前１０時０４分 休憩 

────────────── 

午前１０時０８分 再開 

○池田委員長 それでは、再開いたします。 

 ただいま事務局のほうと話をした結果、口頭

で傾向といいますかクーポン券の……。 

 副町長。 

○宮田副町長 それでは、私のほうから。 

 担当の経済部の商工観光課長のほうと打合せ

をさせていただきました。今の段階について

は、今、委員長も口頭でということでございま

すけれども、推移的なものをペーパーでという

ふうな今段階ではないと思いますので、割合的

に職種ごとといいましょうか、その割合がこの

くらい、こういう職種が使われていますよとい

うような形のものについては、申し上げること

ができるという確認が取れましたので、その上

で予算の経済部のほうに御質問していただけれ

ばなと思いますので、その上の形で取り上げて

いただければと思います。よろしくお願いいた

します。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 そういう委員長、副委員長の決定

であれば、それに従いますけれども、情報の出

し方として、名前を入れた形で全部紙で配付し

て、議会の中では固有名詞は出さないという約

束、それと終わった後にその資料は回収すると
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かというやり方もあるのではないかなと思っ

て、判断するのに、ああそうなのかというのを

我々が理解するのにあれなので、そういうやり

方とか、いろいろ考えてもらってもいいのかな

と。 

 今後のことで、今回はそういうことであれば

それに従いますけれども、要は、決算のときに

出されても、この政策失敗でしたねと取り消す

わけにいかないわけですよね。だから、この予

算を通すかどうかというときに、そういう判断

する材料というのはあったほうがみんながいい

のではないかなと僕は思ったわけです。だか

ら、そういうふうにお願いしただけです。 

 あと、資料の出し方はいろいろ、紙を回収す

るとか委員長だけが見るとか、そういう方法も

あるので、今後考えていただければなと思いま

す。 

○池田委員長 分かりました。 

 それでは、今の副町長のほうからの答弁で、

皆さん了承してくれますか。よろしいでしょう

か。 

（「はい」と発言する者あり） 

○池田委員長 これより、予算審査を行いま

す。 

 初めに、総務部から行います。 

 副町長、総務部の皆さん、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書の提出資料に基づき説明

をお願いいたします。 

 課長。 

○中村総務財政課長 それでは、令和４年度予

算審査特別委員会、資料要求共通様式について

御説明いたします。 

 共通様式のナンバー１を御覧願いたいと思い

ます。一般会計補正予算（第３号）の１３ペー

ジから１４ページの参議院議員通常選挙執行

費、本年度当初予算額２,３２４万１,０００

円、補正額、その他予算分として４９万２,００

０円の増額補正で、本年度予算額２,３７３万

３,０００円でございます。増額補正の内容でご

ざいますが、事業の目的等記載のとおりでござ

います。 

 なお、特定財源については、国政選挙に要す

る費用であり、記載のとおりでございます。 

 私からは、以上となります。 

 引き続き、財政担当課長から御説明申し上げ

ます。 

○青山財政担当課長 続いて、総務財政課財政

担当より、このたびの補正予算額の概要につい

て御説明いたします。 

 共通様式はナンバー２、議案の補正予算の

ページは、一般１１から１２ページで、事業名

は特定目的基金費となりますが、この事業予算

については、これまでおのおのの設置目的によ

りそれぞれに該当する款項目に予算計上してお

りましたが、令和４年度から特定目的基金費と

して集約し、五つの基金を管理する事業予算と

なっております。そのため、前年度予算額につ

いてはございません。 

 このたびの補正予算につきましては、政策予

算として、今後の社会教育施設の整備に向け

て、その事業の財源の一部に充てるため、でき

る限り財政の範囲内で積立てをしていきたいと

いうもので、まずは１,０００万円を社会教育施

設整備基金に積立てをする補正予算となりま

す。 

 続きまして、次に、共通様式はナンバー３、

議案の補正予算のページは、同じく一般１１

ページから１２ページで、事業名は財産管理費

となりますが、この事業予算については、町の

普通財産を適切に管理するための予算となりま

す。 

 このたびの補正予算は、遊休資産となってい

る町有地の売払いを進めるため、広告宣伝用の

看板を作製し、設置するための消耗品費として

３４万１,０００円を計上したものでございま

す。 

 当初予算額の８０万円に３４万１,０００円を

追加し、補正後の予算額を１１４万１,０００円

とし、前年度と比較して５０万３,０００円の減

となってございます。 

 以上、簡単ではございますが、総務財政課の

説明を終了いたします。よろしく御審議のほど

お願い申し上げます。 

○池田委員長 御苦労さまです。 
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 それでは審議に入りたいと思います。何か。 

 平松委員。 

○平松委員 ナンバー３の広告のことについて

ちょっとお尋ねをします。看板、これは分から

ないわけではないですね。現地に立っているの

ですから、ここが売られているのだなというこ

とが分かるのですけれども、ホームページなん

かで、例えば動画ではなくても、町が少し予算

組んで、そういった写真なり、１０秒、２０秒

でもいいですからその周りの映像を映したよう

なものを作るだとか、そういうことはお考えに

ならなかったのかをちょっとお尋ねいたしま

す。 

○池田委員長 課長。 

○青山財政担当課長 こちらにつきましては、

以前、遊休資産となっている土地を町のホーム

ページで売っていますよというふうな形で御案

内を差し上げたことがあるのですけれども、そ

の際には何ら看板とかというものがなくて、ど

のような雰囲気だったのかというのがあったも

のですから、今回は看板と一緒にそれを設置し

たものもまた町のホームページに上げて周知し

ていきたいなという形で、このような看板の予

算を計上させていただきました。 

 以上です。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 次、ありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 まず、大まかなこの表のルールな

のですけれども、これについては議会事務局の

ほうから依頼されたかもしれないのですけれど

も、政策予算というふうにきちっと明記してい

るのと、その他と分かれているのですけれど

も、この分け方については、厳格に行われてい

るのかどうかということと、何でこれが政策

で、何でこれがその他なのかなというのは、悩

むようなところはなかったのかどうかという

か。そこのところを。 

 例えば選挙資金でいくとその他だけれども、

それは政策とは違うよな、やらなければいけな

い必要経費だよなというのは分かるのですけれ

ども、この積立てとかが政策予算だ、積立てす

るだけが政策予算だというのは、ちょっとよく

分からないなというところがあるので、その辺

の考え方をまず最初にお願いしたいのと。 

 歳入については、総務部のほうで質問すれば

いいのでしょうかということと。 

 あと、内容でいくと２番目の特定目的積立金

の中身なのですけれども、今回、財政調整基金

を崩した上でも１,０００万円積み立てていま

す、この時期に。これについては、どのくらい

の目標を今後持ってやっていくつもりなのか。

今積み立てる理由というのですか、その考え方

をちょっと教えていただきたいなと思います。 

 それと、これでもらった決算資料のあれでい

くと、特定目的基金の中に公共施設整備基金と

いうのが入っているのだけれども、ここの内訳

の説明の中でいくと、財政管理基金という公共

施設整備基金がそういう区分になっているよう

なのだけれども、その辺の考え方がどうなって

いるのかをちょっと教えていただきたいなと思

います。 

 以上です。 

○池田委員長 事務局長。 

○広部事務局長 今回の資料要求の様式は、議

会事務局のほうで作成して、各課に依頼してお

ります。政策予算、その他通常の補正予算分

も、今回は例年と違いまして入っておりますの

で、そこが分からなくならないように、このよ

うに仕分けをしております。また、歳入につい

ては、それぞれ担当課のときに聞いていただけ

ればと思います。 

 政策予算、その他通常の補正予算、それと、

今ここには記載はないのですが、ほかの課でコ

ロナ関係の補正予算というのも分かるように記

載があるところがございますので、そのように

見ていただければと思います。 

 歳入は、担当課で聞いてください。よろしく

お願いします。 

○池田委員長 課長。 

○青山財政担当課長 こちら財政担当のほうの

資料を見て、この予算はその他、そのものは政

策予算というふうな形で設問されていると思い

ますけれども、まず、財産管理費のその他のほ
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うで予算計上している分につきましては、こち

らは令和４年３月の当初予算の骨格予算の説明

時に、このように看板を設置していきたいとい

う話で御説明はしていたのですけれども、何せ

その中で組んでいる消耗品費が足りるかどうか

判断したときに、ちょっと足りないということ

なので、追加で今回上げさせていただいたとい

う内容になりますので、今回はもう既に御説明

している内容についてちょっと予算が足りない

ものですから、追加として上げさせていただき

ました。 

 また、基金の今回の積立てにつきましては、

今後の将来を見越しての備えとして、基金に積

立てる考えでありますので、こちらはやはり町

長なりの政策的な考え方によって幾ら積むとい

うような指示を受けるものですから、こちらは

政策予算のほうで積立てをさせていただきまし

た。 

 また、今後の積立ての予定を聞かれておりま

すけれども、まず社会教育施設整備基金に該当

するものについては、社会教育の施設の整備に

充てるものですから、メインとするものは図書

館とかスポーツセンターになるのですけれど

も、例えば図書館建設につきましては、今後、

基本構想もしくは基本計画、その後、実施設計

を通しまして、まず建物の建設費、その後に施

設の整備機器、また当初開館するための図書の

蔵書数が見込まれることから、そのための準備

として、さらに補助事業に該当しない図書の購

入費や図書の検索用パソコン、視聴覚機器の整

備などは一切補助事業には該当しませんので、

町費でのみ対応しなければならないことから、

これを財源に充てるために、この経費に今後を

見越して積立てをしていきたいということにな

ります。 

 目標額につきましては、今のところ、このよ

うな金額が定まる時期までにはある程度の額は

積み立てていきたいとは思いますけれども、今

のところはまだ未定となっております。 

 また、この時期になぜという話なのですけれ

ども、今回は政策予算として施政方針にも明記

させていただきましたので、今回、政策予算分

として６月、また今後、これから必要な額を積

み立てるというふうに言っておりますので、決

算見込みというか、最終的には３月の整理予算

のときに財政の範囲内で積める額を用意して積

んでいきたいというふうな考えでございます。 

 また今回、基金の置き方についても質問され

ておりますけれども、先ほど説明しましたけれ

ども、例えば全体で一般会計で管理する基金が

８の基金があります。例えば福祉基金とか、そ

れまで環境保全事業推進基金というのは、福祉

基金であれば３款民生費、環境保全事業推進基

金であれば４款衛生費、あとは市民環境は６

款、社会教育施設整備基金につきましては１０

款というふうに事業予算で分けておりましたけ

れども、これを特定目的基金費として一括で管

理して、それぞれの積立額などをこちらのほう

で掲載した方が分かりやすいような形になるか

という形になりました。 

 また、公共施設整備基金につきましては今ま

でどおり、財産管理費のほうで行っていたもの

ですから、こちら、もともと財政調整基金と減

災基金、公共施設整備基金については財産管理

費のほうで、財政が管理しているという意味で

の基金費の分け方となっております。 

 説明は以上になります。よろしくお願いしま

す。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 政策分とその他に分けての記載は

非常に分かりやすいし、もしなければ、聞こう

かなと、これは政策なのですか、そうではない

のですかと。それをトータルすると今回の新し

い町長がどのくらいの最初の政策予算を出した

のかが分かるので、非常にあれだと思ったので

すけれども、地方創生交付金の事業については

政策ではないというような形で上がっているの

で、何でかなと思ったりして、ちょっと聞いて

あれだったのですけれども、それは個別にその

ときにいろいろ聞いていきたいなと思います。

ここについては政策ではない政策だというのは

分かっています。 

 ただ、質問の内容にいきますと、社会教育施

設整備基金は、今の時期に積み立てるのではな
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くて、決算が終わった後に、少し見えてきた段

階で積み立てていくという形で、今何もしない

でいきなり積立てをして、それで政策だよとい

うのは、何かちょっとよく分からないです。 

 僕は積立てをどんどんしたほうがいいとは思

うのだけれども、今は公約で何か言っているか

もしれないのだけれども、積立てをするより

も、積立てはきちっとしていきますよという説

明と、基金についてはきちっと管理していきま

すよという説明だけあればいいのであって、政

策予算として今の時期に積立てをいきなりやる

とかというのはどうなのかなと思って、そこの

ところをもう少しもう一度教えていただきたい

なと思います。 

 それと、先ほど予算の関係で、それぞれの課

でという話があったのですけれども、例えば地

方創生交付金について、これからさらに入って

くる可能性がありますよね。今現在、何百万円

か残っているというのがあって、これからまだ

もう一回配付があるようなニュースなんかの説

明があるので、その点について確認するのは総

務財政課でないかなと思うのですけれども、そ

ういう質問はこの委員会では駄目なのでしょう

か。 

○池田委員長 財政課長、どうですか、分かる

範疇で、今の質問よろしいですか。分からな

かったら……。 

 課長。 

○青山財政担当課長 地方創生臨時交付金、も

しくはいろいろなコロナ関連に関わる交付金が

充当されますけれども、こちらの地方創生臨時

交付金については、事業取りまとめは総務財政

ではなくて政策推進課になるものですから。現

在は、国の補正分と当初の繰越分で３億何がし

あって、まだ多少余裕があるのですけれども、

今後の部分については、まだこちらのほうに情

報が入っておりませんので、詳しいことについ

てはお答えできないかと思います。 

 あと、今の時期になぜ積立てをするのかとい

う考え方ですけれども、こちらのほうにつきま

しては、もう既に、今回の施政方針の中でも明

確に社会教育施設の整備に向けてということを

うたっておりますので、この時期、決算が見込

まれたときからというのは、当然それは財産の

範囲内で積み立てられる部分は積み立てますけ

れども、少額でも、今からそういう準備をする

という意味での積立てだということで御理解い

ただければと思います。 

 以上です。 

○池田委員長 副町長。 

○宮田副町長 今、決算の特別委員会というよ

うな形で、私どもの提案した部分の予算に関し

て御審議いただいていると。 

 先の見通しについては、その都度ある程度額

を確定したりとか、そういう部分が、あと方向

が見えてから、また予算案というような形の中

で委員の皆さんに情報提供させていただきたい

なと。この場で先の見通しまでお話するには、

少しいかがかなというふうな感じで受け止めて

ございますので、提案した部分について御審議

いただければと思いますので、その点よろしく

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○池田委員長 課長。 

○青山財政担当課長 すみません。先ほど地方

創生臨時交付金の幾らかと言いましたけれど

も、今現在確定されている部分につきまして

は、当初の分で１億８,９００万円と、国の補正

予算分に伴って追加を受けた１億３,４００万円

の合計の３億２,４７２万８,０００円です。こ

れに対しまして、今現在で臨時交付金として充

当した額が３億１,８６４万９,０００円、留保

としましては６０７万９,０００円となっており

ます。 

 これにつきましては、先ほど答弁したとお

り、まだこちらのほうには詳しい情報が入って

おりませんので、この額としてお答えするの

は、今現在ちょっと分からないというか、控え

させていただきたいということでよろしくお願

いします。 

 以上です。 

○池田委員長 課長。 

○花巻政策推進課長 ただいまの答弁で、１点

ちょっと補足をさせていただきます。 
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 ３億１,８６４万９,０００円に、既に予備費

で使用している分が１６７万２,０００円ござい

ますので、その分を差し引きまして、厳密に言

いますと、留保している部分は４０４万７,００

０円現在あるという状況でございます。 

 今後入ってくる見通しについては、先ほど副

町長から述べさせていただいたとおりでござい

ますので、以上でございます。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 すみません。ちょっと先走ってあ

れしたようなのですけれども、確認なのですけ

れども、そうすると、交付がありそうだけれど

も、その全体像はまだ分からないので触れられ

ませんよということでよろしいわけですね。

入ってこないというわけではなくて、その全体

像がまだ分からないのでコメントはしませんよ

という、そういうことでよろしいわけですね。 

○池田委員長 今の交付金の件ですね。（発言

する者あり）すみません。それでは、予算委員

会の中に今の若山委員の質問等なじまないの

で、今の答弁で終わらせてもらいたいと思いま

すけれども、どうですか。 

○若山委員 分かりました。 

○池田委員長 それでは、あと、ありますか。 

 上野委員。 

○上野委員 共通様式にはない総務費の補正予

算の中の資料の中身なのですけれども、よく分

からない点があるので、３点ほどちょっと説明

をいただきたいなと。 

 一つは、１２ページの負担金、補助及び交付

金の中の、一つは恋人の聖地広域市町村連携協

同基盤事業負担金ということで、これがどんな

目的の事業で、いつから行われてきたのかとい

う点が一つ。（発言する者あり） 

○池田委員長 すみません、上野委員、この資

料ではなくて、次の部分だと思うのですけれど

も。 

○上野委員 次にやるのですか。これ終わって

から。共通様式をやってから、前に出された補

正予算の中身については、これからその後にや

るということですか。 

○池田委員長 暫時休憩します。 

午前１０時２８分 休憩 

────────────── 

午前１０時３２分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開しま

す。 

 ほかに何かありませんでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 それでは、審議を終えたいと思

います。 

 総務財政課に対する審議を終えます。よろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 総務財政課長、総務財政課財政

担当課長、御苦労さまでした。 

 続きまして、情報防災課の審議を行います。 

 情報防災課長、よろしくお願いいたします。 

○庭田情報防災課長 それでは、情報防災課の

資料を御説明させていただきます。 

 当課では、政策予算以外の経常経費に係る補

正を今回計上させていただいております。 

 まず、資料のナンバー１です。ページは一般

の２１から２２ページ、事業予算名は、消防施

設費となります。当初予算額６億２,０６９万

７,０００円を今回６２８万２,０００円減額

し、６億１,４４１万５,０００円とするもので

す。 

 内容につきましては、右側下部のその他予算

部分ですが、すみません訂正がございます。３

行目米印の次に「上期」とありますが、これを

削除してください。正しくは、上期と下期を合

わせた通年分となりますので、上期という文言

は必要ありません。その他は記載のとおりで

す。 

 続きまして、ナンバー２、ページは一般の１

１から１２ページとなります。事業は電算管理

費で、当初予算額１億３,３２７万４,０００円

を７７万６,０００円増額し、１億３,４０５万

円とするものです。 

 内容につきましては、右側下部のその他予算

部分に記載のとおりですが、これは各種制度改

正に伴って必要となる総合行政システムの改修

費用となります。また、歳入の特定財源です
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が、左側の枠内のとおり、約２分の１が補助金

として交付されます。 

 情報防災課の資料説明は、以上となります。

審査のほどよろしくお願いします。 

○池田委員長 御苦労さまです。 

 それでは、審議のほうに入りたいと思いま

す。何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 それでは、審議を終わります。 

 以上で、情報防災課に対する審議を終えま

す。 

 御苦労さまでした。 

 続きまして、政策推進課の審議を行います。 

 政策推進課長、説明お願いいたします。 

○花巻政策推進課長 それでは、総務部政策推

進課より説明いたします。 

 共通様式のナンバー１を御覧ください。議案

書一般１１ページから１２ページの広報費で、

今回の補正予算の内容は、当初予算額１,６７９

万５,０００円に対して、６１万６,０００円の

増額でございます。特定財源はございません。 

 補正額の内容は、全て役務費であり、内容は

コミュニティラジオであるＦＭいるかを活用し

た七飯町の広報番組放送のための広告料です。

広報番組の内容は、番組名が（仮称）「七飯町

だより」であり、放送局はＦＭいるか、放送枠

は５分番組で、放送時間は毎月第１・第３金曜

日の午前８時４０分から午前８時４５分までと

午後４時４６分から午後４時５１分までで、各

放送日の朝夕２回、毎月４回の放送を予定して

おります。基本的には、七飯町が発信したい情

報の読み原稿をＦＭいるかのパーソナリティが

読み上げる形式ですが、町職員が電話出演した

り、事前収録したものを放送することも可能で

す。費用については、１か月消費税込みで７万

７,０００円。現在、令和４年８月からの放送開

始を考えておりますので、令和４年度は７万７,

０００円掛ける８か月で６１万６,０００円の予

算を見込んでおります。 

 次に、共通様式のナンバー２、議案書一般１

１ページから一般１２ページのまちづくり政策

事業費で、当初予算額４４９万１,０００円に対

して、１,３９４万６,０００円の増額でござい

ます。特定財源は記載のとおりでございます。 

 事業内容は、主に二つで、一つは恋人の聖地

を有する市町村の全国連携事業として七飯町を

含む全国１４の市町村で連携して行う関係人口

拡大に向けた事業で、地方創生推進交付金を活

用して行う事業です。もう一つは、一般財団法

人自治総合センターのコミュニティ助成事業助

成金を活用して行う町内会への助成金交付事業

で、資料の最下段にあるコミュニティ助成事業

助成金２５０万円がこれに該当します。それ以

外は、全て恋人の聖地関連の関係人口拡大に向

けた事業となります。 

 まず、恋人の聖地関連事業について御説明い

たします。事業の内容としては、関係人口拡大

移住促進のためのＰＲ動画作成委託事業と町内

宿泊施設を活用したお試し移住体験提供事業で

す。 

 上から、旅費は東京都で開催される北海道移

住交流促進協議会主催の移住相談会、北海道移

住・交流フェア２０２２への参加に係るものと

今回の恋人の聖地事業の計画を取りまとめ代表

して内閣府に地域再生計画を提出しました代表

自治体であります大阪府泉佐野市で開催される

事業説明会等への参加に係るものです。 

 次に、まちづくり政策事業用消耗品費は、事

業に係る事務用消耗品、プロモーションに使用

する特産品購入費用、お試し移住体験者に提供

する体験事業参加に伴う費用などです。 

 地域活性パンフレット等印刷製本費は、今回

の事業をＰＲするパンフレット印刷費用です。

役務費は、東京で開催される移住相談会で使用

する各種物品を送付する宅配便料金と今回の事

業をＰＲするための雑誌等への広告掲載費用で

す。委託料は、これから七飯町として実施する

移住促進事業に活用するため、七飯町の魅力や

実際に移住されている方々が七飯町でどのよう

な生活を送っているかをまとめた移住促進ＰＲ

用の動画作成委託料です。負担金、補助及び交

付金は、恋人の聖地広域市町村連携協同基盤事

業負担金が恋人の聖地の関連事業に参加する全

１４市町村が一律で均等に負担するもので、連
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携して活用するポータルサイトの運営や著名人

などが参加する共同プロモーションなどに使用

されます。 

 次の北海道移住・交流フェア２０２２への出

店負担金です。次の七飯町お試し移住体験補助

金は、宿泊施設を利用してお試し移住をする際

に、宿泊施設とレンタカー事業者に支払う補助

金です。 

 以上が、恋人の聖地関連事業で、事業費の２

分の１が地方創生推進交付金として措置される

こととなります。 

 次に、コミュニティ助成事業助成金は、一般

財団法人自治総合センターが全国自治宝くじの

販売収益を財源として実施する社会貢献事業の

一つで、町内会等の地域コミュニティの活動促

進のため、活動に必要な備品等の購入に対し、

最大２５０万円を自治体経由で助成するもの

で、令和３年度に引き続き、令和４年度も七飯

町から申請した事業が採択されましたことか

ら、今回、歳入歳出を同額で補正するもので

す。 

 今回申請した町内会は、峠下連合町内会で、

購入する備品は峠下地区文化祭を開催するため

の音響設備一式となっております。購入に係る

事業費は申請時の金額で２５３万２,９０４円

で、そのうち助成金は２５０万円となります。

差額は、当該町内会が負担することとなりま

す。 

 説明は以上でございます。御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○池田委員長 説明が終わりました。審議あり

ますか。 

 上野委員。 

○上野委員 今説明いただいて、ある程度分

かったのですけれども、恋人の云々という事業

ですが、いつから行われてきたのか。全国１４

の市町村が実施するということですので、その

１４の市町村は、それぞれそういった点で協力

関係ができたほうがいい市町村であるという位

置づけで、そういう事業が行われているのだと

いうふうには思いますけれども、この１４とい

うのは、どういった市町村なのか。それをまず

一つはお知らせいただきたいなということで

す。 

 それから、この事業で本当に移住人口が増え

たというような成果が上がっているのかどう

か、その辺の経過について分かったらお知らせ

いただきたいなと。 

 それから２点目に、お試し移住体験補助金、

これは前からやっているのは分かりますけれど

も、これの利用状況といいますか、これまでの

利用状況、そしてこれによって実際に成果とし

て上がってきたのかどうか、その辺についても

分かったらお知らせいただきたい。 

 以上です。 

○池田委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、順次お答えし

ていきます。 

 まず、恋人の聖地関連事業なのですが、それ

ぞれメニューがございまして、今回、既に商工

観光課のほうで観光振興のメニューで一つ昨年

から始まっております。今回、関係人口拡大を

目的とした移住・定住関連の事業は、令和４年

度から始まっているものでして、今年度始まっ

たものなので、このメニューについては、まだ

事業効果が、全国の市町村でどのように上がっ

ているかというのは出ていないかと思われま

す。 

 そもそも恋人の聖地、全国に何百か所かござ

いまして、恋人の聖地がある自治体でつくって

いる自治体の連携会議には、１２２ほどの市町

村が加盟しておりまして、それぞれメニューに

合わせて幾つかの市町村が手挙げをして、連携

して内閣府に推進交付金を申請するという形

で、既にやっている商工観光課のほうでは１８

の市町村が連携して地方創生推進交付金を申請

している。先にやっているものについては、た

しか幹事になっている市は、大阪の貝塚市だっ

たと思います。今回、移住促進関係拡大で行う

事業については、今年度申請して事業採択され

たものについては、大阪府の泉佐野市が幹事に

なってございます。 

 市町村の内訳なのですけれども、全部で１４

市町村、七飯町含めまして、まず大阪府泉佐野
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市、これが代表です。次に北海道七飯町、栃木

県野木町、栃木県那須町、群馬県上野村、群馬

県川場村、長野県……。 

○池田委員長 すみません、課長。はしょって

で、全部は……。 

○花巻政策推進課長 よろしいですか。全部と

いうことだったので。一応１４の市町村入って

おりまして、一番北は北海道七飯町、一番南は

大分県の豊後高田市になるかと思います。 

 効果があるのかというのは、先ほど申し上げ

ましたとおり、今年度から始まった事業ですの

で、まだちょっと効果の測定はできていないと

ころです。 

 宿泊施設を使ったお試し移住体験は、今年度

から新規事業で上げさせていただいています。

以前、何年か前に、宿泊施設ではなくて一戸建

ての住宅を借りてお試し移住体験を提供してい

るということが何年かございました。その際の

利用状況等については手元に資料がございませ

んので、もし必要であれば後ほどお渡ししたい

と思いますけれども、よろしいでしょうか。よ

ろしくお願いします。 

○池田委員長 上野委員、どうですか、資料は

要りますか。上野委員だけでいいですよね。 

 上野委員。 

○上野委員 今年度から始まったばかりとかと

いうこともありまして、よく分からないことが

ありましたけれども、１４市町村が連携してお

金を出し合ってというようなことになるという

ことなのですが、これでいきますと、５０万円

の負担金があるということで、今上げられたほ

かの町なんかを見ましても、あまり通常は交流

のない町のような感じがしますので、そういう

ところと連携してどういうような効率ある仕事

といいますか、目標達成の事業ができるのかと

いう辺りがちょっと疑問に思うところもありま

すので、その辺についてもう少し理由を説明し

ていただきたい。 

○池田委員長 課長。 

○花巻政策推進課長 まず、負担金なのですけ

れども、５０万円ではなくて５００万円となっ

ておりまして、５００万円は、まず全国の今回

は１４の市町村が一律で負担をし合って、共同

でポータルサイトを作って、プロモーション活

動を共同で行っていく、そのための費用で、残

りの部分については、各市町が独自で事業を実

施するものになります。 

 七飯町の場合は、残りの部分が５００万円を

除いた残りの部分ということになるのですけれ

ども、それぞれ恋人の聖地というのを登録して

いる町が連携して行っている。恋人の聖地とい

うのは、ふだん付き合いのない町同士ですけれ

ども、恋人の聖地という観光地を登録したこと

によって共同でプロモーションをして、もとも

とは出生率の向上、恋人の聖地というのはプロ

ポーズをしていただくのに最適な場所というの

を全国の観光地なりから選んで登録をしている

場所です。 

 先ほど上野議員おっしゃいましたように、通

常であれば近隣の地域であるとか、例えば姉妹

都市を提携している場所同士であるとか、そう

いうふうなつながりで連携をして事業をするこ

とはあるかと思うのですけれども、恋人の聖地

という観光地を登録している町同士という切り

口で、新たな横のつながりを持って事業を実施

する。そういうスキームに対して内閣府で地域

創生推進交付金を交付するという事業が始まっ

たものですから、七飯町もせっかく登録されて

いる恋人の聖地がございますので、ぜひとも活

用して関係人口拡大、移住定住促進につなげて

いきたいということで事業を実施したいという

ところでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 上野委員。 

○上野委員 終わります。 

○池田委員長 あと、ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 ここに上がっている予算が、まさ

に政策的な新しい事業やるよというイメージな

ので、まさに政策だなという印象で受け止めて

質問させてもらうのですけれども、まず、二つ

ある最初のほうの番組放送広告料として６１万

６,０００円、ＦＭいるかということなのですけ

れども、これはリスナーはそうすると町民とい
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うことなのか、それとも、町民以外のところへ

の発信なのか、そこのところの考え方をちょっ

と教えてほしいのと。 

 こういうラジオを活用した広報番組とかとい

うのは、施政方針とか、町長の五つの政策の中

にはどれに該当するのかなと。入っていないよ

うな気がするのですけれども、これは新しい町

長になってからこういう発想で計画されたもの

だと。今まであって、たまたまこのタイミング

だということはないというようなのをちょっと

確認したいなと思います。 

 それと、二つ目のまちづくり政策事業費の、

よくイメージできなかったのですけれども、七

飯町お試し移住体験補助金というのが１５２万

４,０００円あって、ここに宿泊施設、レンタ

カー事業者への補助金としてなっているのです

けれども、この仕組みというか、どういうよう

な狙いでお試しというのが、どのくらいの規模

でどこにどういう金が流れて、誰が利益を得る

のかなというところで、どこに働きかけてあれ

するのかというところが、事業のイメージとし

てスキームがよく理解できなかったので、こう

いうことをやるのは政策として非常にいいこと

ではないかと思うのですけれども、もう少し詳

しく教えていただきたいなと。事例として、あ

る人が移住したいとなったら、こういうところ

でこうなりますよというようなところを教えて

いただければなと思います。 

 以上です。 

○池田委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、お答えをいた

します。 

 まず、ＦＭいるかのほうなのですけれども、

当然ＦＭ入るかはコミニティＦＭですから、地

域で暮らしていただいている方、主に七飯町民

の方、近隣の方も聞けるので、主に七飯町民の

方を対象とはしてございます。ただ、ＦＭいる

かは、インターネットで、特にアプリとかダウ

ンロードしなくても、スマートフォンでもパソ

コンでも聞くことができますので、全国どこに

いても七飯町の情報を聞いていただけるものと

いうふうに考えてございます。電波の届く範囲

についても、一応七飯町のカバー率は４３％と

いう数字になっているのですけれども、電波法

で届く範囲の半径でしか計算していませんの

で、実際カーラジオなんか聞いていると、大沼

にいても十分聞こえますので、ほぼ全域聞ける

ものと思っております。 

 実際、ＦＭいるかが２０２０年に効果測定し

た結果によりますと、北斗市、七飯町、函館市

でＦＭラジオをふだんよく聞いている方の割合

というのが１３.７％ほどだったそうです。その

うちＦＭいるかをよく聞いている方の割合は８

４％ほどであったようで、この近隣でＦＭラジ

オを聞いている方の中ではＦＭいるかに対する

接触率が高いということが一つ上げられます。 

 放送時間を朝夕にしているのは、通勤通学で

ラジオを聞いていらっしゃる方を対象としてい

ます。当課は地域公共交通も担当しております

ので、地域公共交通活性化協議会でアンケート

調査を行ったところ、現在、通勤に車を使って

いる方が８割ほどいらっしゃいますので、通勤

退勤時間帯に、恐らくふだんあまり広報誌に触

れない年代の方であってもラジオを通して町の

情報を得ていただくことはできるのではないか

と、そういう狙いも一つございます。 

 あと、災害時にラジオは非常に大きな情報伝

達手段として活躍しますので、ふだんからラジ

オを通しても町の情報が聞けるのだということ

を習慣として身につけていただくという狙いも

ございまして、今回はＦＭラジオによる新しい

一つの広報手段として、チャンネルを開設する

ことにしました。お見込みのとおり、新町長の

発想というふうに理解していただいてよろしい

かと思います。 

 あと、恋人の聖地のほうのお試し移住の内容

なのですけれども、まず、町内の宿泊施設を利

用していただくということ、利用した場合の助

成金、本人に直接ではなくて利用していただい

た宿泊施設に対して補助金として交付するので

すけれども、１泊３,０００円以上の宿泊施設に

対して、最大１泊当たり１万円を上限に２分の

１を助成する。スキームとしては「ななえ・大

沼割」と同じ割引率です。 
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 ただし、最低でも５泊、４泊以上の連泊をし

ていただくことが条件で、最大は１週間までと

考えております。今年度については、７泊を１

５組見込んで予算づけを行っております。宿泊

の対象は一部屋まで、宿泊していただける人数

も１部屋に収まるまで、想定としては恋人の聖

地事業ですので、カップルの方であるとか、御

夫婦の方、あとはお子様連れで見えられる方を

対象としております。 

 対象で来ていただくためには、まず事前に

我々のところに申請をしていただいて、条件が

いろいろございまして、今言ったように、原則

は２人以上で一部屋に泊まれるまでの一家族、

町内の宿泊施設。レンタカーについても、町内

のレンタカー業者を使っていただく。レンタ

カーの利用料については、１日５,０００円を上

限に全額を助成したいと考えてございます。 

 もう一つ、滞在期間中に自身のＳＮＳ、これ

はフェイスブックでもツイッターでもインスタ

グラムでも何でもいいのですけれども、七飯町

の体験事業を実施してお試し移住してきていま

す。こちらが用意する幾つかの体験プログラム

の中から選択をしていただいた観光体験に参加

していただいて、こういう観光体験をしていま

すというのを発信していただくというのを条件

にしてございます。 

 その後、町が要請するお試し移住の受付シー

トだとかアンケート用紙だとか記入していただ

いて、当然、町としてもどういう効果があるの

かを見計らっていきたいと思っていますので、

特徴的なものは必ずＳＮＳで発信をしていただ

く。これが大きな一つの特徴かと思っておりま

す。ですので、参加していただく方は、当然そ

ういうアカウントを持っている方を参加要件と

して設定したいというふうに考えてございま

す。 

 以上でございます。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員  同じところでもう一度、もう

ちょっと聞きたいのですけれども、ＦＭいるか

で何かやるという、これはあれですか、政策推

進課が担当ということで、原稿とか何とかを書

いてアナウンサーに読んでもらうという、そう

いうことなのですか、それとも、こちらで何か

読んで録音したものを流してもらうという、そ

ういうようなイメージなのでしょうか。５分間

の番組づくりですか、そこのところをちょっと

お願いしたいのと。 

 あと、今のお試し体験７泊、１５組というこ

とで、ＳＮＳで発信すると「いいね」がたくさ

ん押されたらいいなというような感じがします

けれども、これはあれなんですか、今回お試し

体験を試しでやって１５組なのですけれども、

その成果によってもう少し拡大するとか何と

か、そういう展望のようなものをお持ちなので

しょうか。 

 一回実証実験のようにやって、データを集め

たら、もうそれで終わりというようなことなの

でしょうか。人気があったり何かすれば、もう

少し次の手を考えているというようなイメージ

もあるのでしょうか。そこのところもちょっ

と、含みを教えてください。 

○池田委員長 政策推進課長。 

○花巻政策推進課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 ＦＭいるかのほうの放送内容は、当課は町の

広報誌を担当してございますので、毎月広報原

稿を締切りまでに提出していただく。その際

に、このラジオ放送を始めるに当たっては、広

報に載せるだけにするのか、それともラジオの

放送も希望するのかというのも選択していただ

いて原稿を出していただく。原稿を作って、基

本的にはＦＭいるかのパーソナリティーに読み

上げていただくのですけれども、冒頭でも御説

明申し上げましたが、事前に職員が録音したも

のを放送してもらったり、あとは電話で、生に

なるのか放送に参加するということも可能であ

るというふうにで伺ってございます。 

 お試し移住のほうの展望ですけれども、地方

創生推進交付金事業は、補助を開始してから５

年間スパンがございます。今後５年間のうち

に、まず今年度、一番最初に武器として作った

動画を使ってプロモーション活動を展開しなが

ら、今年度は宿泊施設を使ったやり方をしてお
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りますけれども、利用者の声によっては、場合

によっては来年度以降は、当然来年度以降期間

も長くなりますので、宿泊施設を使うのか、そ

れともどこか、例えば空き家のようなところを

借りたりするのか、戸建ての住居のようなもの

を用意するのか、そういう方法も利用者の声、

また利用状況によっては可能かというふうに考

えております。今年度は、まず初年度ですの

で、スピード感を持ってできることということ

で宿泊施設を利用するということを考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なしということですので、これ

で政策推進課の審議を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 それでは、１時間超過しましたので暫時休憩

に入りたいと思います。（発言する者あり） 

 局長のほうから、税務課だけ終わらせたいと

思います。 

 それでは、税務課の審査を行います。 

 税務課長、よろしくお願いします。 

○柴田税務課長 それでは、税務課補正予算案

について御説明いたします。 

 １１ページから１２ページになります。２款

総務費２項徴税費２目賦課徴収費、共通様式ナ

ンバー１、事業予算名、賦課事務費でございま

す。本年度当初予算額１,６１９万９,０００円

に委託料１０５万円を追加し、合計１,７２４万

９,０００円とするものでございます。詳細な内

容といたしましては、地番図修正業務委託料と

して、土地の登記に伴い発生する七飯町地番図

データの修正作業を委託するものでございま

す。 

 説明は、以上でございます。 

○池田委員長 それでは質疑に入ります。 

 若山委員。 

○若山委員 １点だけ。この説明の内容を見る

と、必要経費というか、当然やらなければなら

ない内容のようなイメージであるのですけれど

も、政策予算にしている、これをやるとプラス

で何かあれなのかという、そこの考え方という

のですか、七飯町地番図の修正作業業務委託の

ためというのは、必要経費というか、やらなけ

ればならない仕事ということに考えられるので

すけれども、そこはやっぱり政策的な予算に入

るということでよろしいのでしょうか。そこの

ところをちょっと教えてください。 

○池田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 それでは、お答えしてまいり

ます。 

 今回の業務委託ですけれども、さらに細かい

内容といたしましては、法務局のほうから、土

地の移動があると七飯町の税務課のほうに通知

が来て、土地の移動、分筆したり、合筆したり

といったものを私どものほうで地番図データの

ほうに落とし込むといいますか修正するもので

ございます。 

 業務の大きな役割といたしましては、二つあ

ると考えております。一つは、いわゆる法務局

にある皆さんが一般的に取得できる公図といい

ますか、図面と別として、七飯町として地番図

という七飯町内の地番を把握する必要がござい

ます。こちらのほうは税務課のほうで入力いた

しますけれども、使い方としては、例えばほか

のいろいろな課の図面のベースとなるものでご

ざいます。そういったことで、七飯町のこれま

での修正作業は手作業で行っていたものをより

正確にするために、外注するというか委託をす

るということで、町の地番図の正確性をさらに

高めていくという考え方でございます。 

 もう一つといたしましては、この委託によっ

て我々税務課職員が手作業で行っていた作業が

全て外のほうに業務委託することで、言い方と

しては負担が減るということになります。負担

が減るということは、ほかの業務にかける力も

増えますし、また人件費とか、そういったもの

も少なくなるというふうに考えてございます。 

 そういったことで、大きなくくりでは政策予

算ということで御理解いただければと思いま

す。 

 以上でございます。 
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○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 そうするとあれですか、今後この

費用は、経常経費のような形でどんどん出てく

るという考え方でよろしいのでしょうか。今回

だけ一回やれば終わりということではなくて、

土地の移動というのは常時あるわけですから、

今後、金額は大きく変わったりするかもしれな

いけれども、来年度の予算には最初から当然上

がる経費としてみていくようになるということ

でよろしいのでしょうか、今回だけの金額で終

わるわけではなくて。そこのところをお願いし

ます。 

○池田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 今後の考え方でございますけ

れども、私どもこちらのほうは、正確性を高め

るために今後も続けて予算を計上していきたい

と思っております。ただ、その時々の事情に

よって、それが予算として認められるかどうか

は別として、当課としては、それを計上、今後

継続していきたいと思っております。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員、よろしいですか。 

○若山委員 はい。 

○池田委員長 財政課長。 

○青山財政担当課長 すみません。総務財政課

財政担当から、昨日、若山委員から予算総括説

明の際に御質問がありました、過去２回の平成

２６年度、平成３０年度の町長改選に当たり、

政策予算として提案した、それぞれの補正の額

について御質問がありまして、その中で答弁で

きなかったものですから、この場をお借りして

お答えしたいと思います。 

 平成２６年度は、平成２６年５月２１日開会

の第２回臨時会において、政策予算、補正額と

して総額４億７,０００万円の補正予算額を提案

して、補正後の一般会計予算額をその当時は９

４億５,０００万円としております。次の平成３

０年度は、平成３０年５月１６日開会の第１回

臨時会において、１０億２,５００万円の補正予

算額を提出し、補正後の一般会計予算を１１４

億２,５００万円としております。 

 このたびは令和４年度、昨日御説明しました

けれども、政策予算として７億１,９４０万７,

０００円を提案しまして、今回補正後の一般会

計の予算額の案としましては１１７億３,７２２

万９,０００円という形の金額でありますので、

この場をお借りして御説明させていただきま

す。よろしくお願いいたします。 

○池田委員長 若山委員、よろしいですか。 

 平松委員。 

○平松委員 すみません。今の地図の説明のこ

となのですけれども、例えば農林水産だとか、

みんな地番が出る、パソコンで画面が出る、あ

の地図のことを言っているのですか。あれは、

年間契約で委託を最初からしていたのではない

のですか。何か変更あれば全部、各課、担当課

で、自分で宅番決めて分筆するような作業をし

ていたという説明に聞こえたのですけれども、

そこの確認をお願いします。 

○池田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 それでは、お答えしてまいり

ます。 

 システムとしては、基幹システムということ

で、先ほどほかの課でも図面を見ることができ

るということで、システムとしては情報防災課

のほうで契約したシステムとなっております。

ただ、そこの部分、固定資産の管理の一環とし

て地番のデータは私ども七飯町税務課のほうで

地番の移動、分筆、合筆等については入力して

いるということでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 法務局で同じ作業をしているとい

うことですか。法務局に提出願える資料という

のは、税務課が修正したとおりのものが法務局

から出てくるのですか。そこの確認をお願いし

ます。 

○池田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 まず、法務局と私どもの図面

は、直接的には連携しておりません。基本的に

は、土地の移動は法務局のほうで登記で行いま

す。分筆、合筆というのを登記者といいます

か、申請して、登記の図面は法務局で作成して

おります。こういう登記を行ったよというもの
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が私どものほうに通知されてきます。それは、

例えば家屋の新築ですとか、そういったものを

含めて税務課のほうに来るものでございます。

そのデータを基に、七飯町で持っている地番図

データ、これは法務局のデータとはまた別に七

飯町のほうで持っている地番図データがござい

ますので、それを法務局から来た通知を基に同

じように分筆、合筆の修正をかけていくという

内容になってございます。 

 以上です。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 不動産屋なんかは、法務局のサイ

トと契約しているのですよね。月幾らとかで。

そうすると、最新データが１回６００円か８０

０円、払うと取り出せるようになっているので

すよ。それを使ったほうが安いような気がする

のですけれども、これから法務局から来るデー

タを全部七飯町として外部業者に委託を続けて

いくという考えだという説明ですけれども、高

上がりになりませんか。 

○池田委員長 税務課長。 

○柴田税務課長 図面の考え方でございますけ

れども、法務局の図面というのは、また別なも

のであると考えております。七飯町の事例では

ないですけれども、法務局の図面は、日本全国

各法務局で各自治体のデータがございますけれ

ども、調査の度数とか調査の場所、そういった

ものによって図面の精度というのがかなり変

わっているものでございます。 

 例えばですけれども、古い市町とかになりま

すと、ほとんど絵図面のようなデータも法務局

のデータとして登録されている事例もございま

す。七飯町としては、七飯町の図面としてそれ

を把握、処理することによって、地番図データ

を用いて、その地番図データをベースに、例え

ば具体的にどこまでかというのはちょっと税務

課としては把握しておりませんけれども、例え

ばいろいろな土木課ですとか、道路の図面です

とか、水道・上下水道課の管路の図面ですと

か、そういった土地計画の図面ですとか、そう

いったものに反映する基礎のデータというふう

に認識しておりますので、法務局からデータを

いただいてという、その辺詳しくは、私、勉強

不足ではございますけれども、ちょっとそれと

は相入れないのかなという考えでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 それでは、審議を終わります。 

 税務課に対する審議を終わります。 

 御苦労さまでした。 

 それでは、総務部の審議を終了いたします。 

 総務部の皆さん、ありがとうございました。 

 暫時休憩に入ります。 

午前１１時１４分 休憩 

────────────── 

午前１１時２５分 再開 

○池田委員長 それでは、休憩前に引き続き、

再開いたします。 

 これより、民生部の審査を行います。 

 民生部の皆様、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書並びに提出資料に基づき

説明をお願いいたします。 

 初めに、住民課の審議を行います。 

 なお、国民健康保険特別会計についても、併

せてお願いいたします。 

 住民課長、お願いします。 

○清野住民課長 それでは、住民課関係分を御

説明いたします。 

 共通様式１番、事業予算名、地域防犯等対策

費は、当初予算額３,６８２万２,０００円、補

正額は１４０万円の増額、当初予算額を合わせ

まして３,８２２万２,０００円、前年度予算額

３,６５９万９,０００円、増減は１６２万３,０

００円の増額でございます。 

 主な増減の理由は、負担金、補助及び交付

金、外灯維持費助成金、電気料増による補助金

予算不足による１４０万円の増額となっており

ます。 

 続きまして、２番、事業予算名、戸籍住民基

本台帳費は、当初予算額２,５４７万４,０００

円、政策予算となります補正額は７７０万円の

増額、当初予算額を合わせまして３,３１７万

４,０００円、前年度予算額３,６４４万１,００
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０円、増減は３２６万７,０００円の減額となっ

ております。 

 主な内容は、法務省管轄の補助事業実施によ

り委託料、戸籍総合システム改修委託料５２９

万１,０００円の増、戸籍総合システム符合取得

委託料３９万６,０００円の増、合わせまして５

６８万７,０００円の増。 

 次に、機器更新により備品購入費、個人番号

カード等券面印刷機購入費２０１万３,０００円

の増額でございます。この事業は、国からの１

００％補助事業ですので、実質当町の負担分は

なく、なお、この事業の特定財源としての歳入

については、記載のとおりとなってございま

す。 

 続きまして、３番、事業予算名、高校生等扶

養世帯生活支援給付金事業は、新規事業といた

しまして、補正額６,９８２万２,０００円の増

額でございます。 

 主な内容は、新型コロナウイルス感染症対策

地方創生臨時交付金事業として、需用費から委

託料までの事務費を合わせまして２３２万２,０

００円の増。負担金、補助及び交付金、高校生

等扶養世帯生活支援給付金で６,７５０万円の増

額となっております。この事業の歳入は、記載

のとおりとなってございます。 

 続きまして、次のページの４番になります。

事業名、子育て世帯生活支援特別給付金給付事

業は国に係る継続事業で、補正額は１,３３６万

４,０００円の増額、前年度予算額２,５９３万

３,０００円、増減は１,２５６万９,０００円の

減額となっております。 

 主な内容は、国の低所得の子育て世帯に対す

る給付金事業実施により、需用費から委託料ま

での事務費を合わせまして１３６万４,０００円

の増。負担金、補助及び交付金、子育て世帯生

活支援特別給付金で１,２００万円の増額となっ

ております。この事業は、国からの１００％補

助事業ですので、実質当町の負担分はなく、こ

の事業の特定財源としての歳入につきまして

は、記載のとおりとなってございます。 

 以上で一般会計の説明を終わらせていただき

ますが、なお、今回４番の事業名、子育て世帯

生活支援特別給付金事業に給付金として１人当

たり５万円、２４０人分の１,２００万円を計上

させていただいているところでございますが、

今回、北海道では、新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金を活用して、国のこの

給付金に１人当たり１万円を上乗せする形で支

給することとなったため、本定例会最終日にお

いて、追加補正といたしまして、歳出給付金と

して１人当たり１万円、２４０人分の２４０万

円並びに歳入道補助金といたしまして同額を追

加提案いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、国保会計に移らせていただきます。 

 それでは、議案により説明させていただきま

すのでよろしくお願いいたします。 

 それでは、議案第４１号を御覧願います。 

 このたびの令和４年度国民健康保険特別会計

の補正は、予算の総額に歳入歳出それぞれ５７

万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ

３３億７,０１７万円とするものでございます。 

 今回の補正は、国の新型コロナウイルス感染

症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の

財政支援が９月３０日に適用期間が延長された

ことによる増額補正となっております。 

 なお、支給額は、引き続き全額補助対象と

なっております。 

 それでは、国保７ページの歳出から御説明い

たします。 

 ２款保険給付費６項１目傷病手当金、負担

金、補助及び交付金、傷病手当金といたしまし

て５７万円を追加するものでございます。 

 次に、国保５ページの歳入に戻っていただき

まして、３款道支出金１項１目保険給付費等交

付金、特別交付金、国庫調整交付金分といたし

まして５７万円を追加するものでございます。 

 以上、住民課の予算審査についての説明を終

わらせていただきます。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○池田委員長 それでは、審議に入ります。 

 質問される方、答弁される方、簡潔にお願い

いたします。 

 若山委員。 
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○若山委員 簡潔に行きます。 

 １番目、１４０万円の電気料の値上げ分の計

算の根拠というか考え方、当初の予算で６７３

万２,０００円だったのを１４０万円上げるとい

うと２０％増のような感じなのですけれども、

その根拠、考え方を教えていただきたいのと。 

 あと、総務部のときにも言ったのですけれど

も、片や政策予算に上がっていたり、片やその

他に上がっていたりするのですけれども、これ

でいくと戸籍住民基本台帳費ですか、これは全

額国からの金だけれども政策予算として上がっ

ていて、一番最後の子育て世帯のものについて

は全額国だけれどもその他に上がっていて、な

おかつコロナウイルスの地方創生臨時交付金と

いうのが、地方創生臨時交付金については、こ

れこそある金をどう使うかということで政策的

な使用なので、政策予算ではないかなと思って

考えていたのですけれども、見たら、みんなそ

の他に上がっているのですけれども、これはそ

ういうルールということであれなのでしょう

か、住民課だけに聞くあれではないのですけれ

ども、そこのところを説明というか教えていた

だければなと思います。 

○池田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 それでは、外灯維持費の関係

の根拠を答えさせていただきます。 

 当初、予算計上はしておりましたけれども、

まず５月１８日現在の申請済み状況でございま

す。これが令和３年度の申請額に対しまして３

０％程度増額となってしまったところでござい

ます。今後の予測される申請団体に対して、前

年度の額に対して３０％増額になった部分を算

出したところ、全額といたしまして８１５万円

程度かかるということで、今回１４０万円程度

がどうしても足りなくなるということで補正対

応ということでさせていただいております。 

 次に、今回政策予算では、住民基本台帳を政

策予算と上げているところでございますけれど

も、これに関しては、国のほうで令和４年度か

らの着手事業として示されたところにより、新

しい取組といたしまして、国に合わせて政策予

算ということで今回計上させていただいている

ところでございます。 

 あと、ほかの事業、給付金に関しましては、

特に定額給付金に関しましては国からの情報が

先々月ですか、５月の上旬くらいに来たばっか

りな 

もので、政策予算にはなじまないということ

で、今回補正ということで対応させていただき

ます。 

 あと、高校生等の給付金に関しましては、こ

れはいろいろ吟味を重ねまして協議した結果、

当初予算での政策予算の計上ではなく、補正対

応として、これからなおかつ調整しながら進め

ていきたいということで、今回高校生等に関し

ましても補正対応ということで、前もっての予

算を想定していなかった事業ということで補正

対応にさせていただきます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 １点だけ、ちょっとお願いいたし

ます。 

 マイナンバーカードの関係ですけれども、今

現在、七飯町では、普及率といいますか何名の

方が持っているのか。そして、こういう備品だ

とかを買っていますけれども、それに伴って、

少ないのであれば、どういったような広報をし

ながら普及をさせていくかという考えがあれ

ば、教えていただきたいと思います。 

○池田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 マイナンバーカードの普及に

ついてでございますけれども、令和３年度に限

りますけれども３,７０２件。当初これが導入さ

れたのが平成２８年１月からになります。これ

を総計いたしますと、現在９,６６７件となって

おります。普及率に関しましては、令和３年度

で申しますと当町の普及率が３４.４％、道の普

及率が３９.７％ということになってございま

す。 

 今後は、広報誌等でも周知しておりますけれ

ども、月に１回の休日でも開庁してマイナン

バーカードを受け付ける。また、水曜日に夜間

での交付、お仕事が終わった後でも手続ができ
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るような形で、今そういった形で給付活動を続

けているところでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありますか。 

 横田委員。 

○横田委員 国保の８ページの傷病手当の件で

すけれども５７万円、これはあくまでもコロナ

の陽性者になった方、人数的に何人なのか。社

会保険と同じ６割支給ということでいいのか。

その点お願いします。 

○池田委員長 住民課長。 

○清野住民課長 国保の傷病手当についてでご

ざいますが、令和３年度の実績が９名で、傷病

手当金を受け付けてございます。これに関しま

しては、社会保険同様ですね。 

 まず、支給要件といたしましては、労務に服

することができなくなった日から起算して、３

日を経過した日から労務に服することができな

い期間、支給額といたしましては、直近の継続

した３か月間の給与収入の合計額を就労日数で

除した期間。掛ける３分の２、掛ける日数とい

うことで、一般的に仕組みとしては変わらない

形になっております。 

 以上でございます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、住民課に対する審査を終わります。 

 続きまして、福祉課の審査を行います。 

 なお、介護保険特別会計についても、併せて

お願いいたします。 

 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、福祉課の補正予算

について説明させていただきます。 

 共通様式から説明させていただきます。 

 議案の補正のページ数は１３でございます。

事業予算名、社会福祉総務費（地域福祉）、当

初予算６３０万５,０００円、補正額６０万円、

本年度予算額６９０万５,０００円、前年度予算

額１７０万３,０００円、増減５２０万２,００

０円。 

 こちらの補正についてでございますが、まず

は介護職員初任者研修受講補助金、こちら当初

予算２名でございますが、もう２名のほうの執

行が済んでおりまして、今後５名ほど希望者が

出ているというところで、４万円掛ける５名で

補正しております。 

 次に、市民後見人養成研修受講補助金でござ

います。こちらも昨年に引き続き道社協で研修

が行われることで、先月１７日に文化センター

で市民後見人セミナーをやった際に、およそ１

０名ほどの希望者がいたというところで、４万

円掛ける１０名で４０万円、合わせて６０万円

の補正を計上しております。特財については、

市民後見人４０万円の支出について１００％補

助で、歳入があるというところでございます。 

 続きまして、ナンバー２でございます。ペー

ジ数は同じく１３ページでございます。住民税

非課税世帯等臨時特別給付金事業でございま

す。こちら当初予算ゼロ、補正予算１５２万８,

０００円、本年度予算５２万８,０００円、増減

５２万８,０００円でございます。 

 こちらコロナ禍における原油高騰・物価高騰

等総合緊急対策でございます。こちらについて

は、国のコロナ対策の給付金でございます。特

財については１００％補助でございます。こち

らについては、事務費のみの補正となっており

ます。詳細については、職員手当からシステム

借上料までで１５２万８,０００円となっている

ところでございます。 

 次に、ナンバー３でございます。議案ページ

１３ページから１５ページ。こちら重層的支援

体制整備事業、福祉課所管分でございます。当

初予算３,８８１万６,０００円、補正額４４９

万５,０００円、本年度予算額４,３３１万１,０

００円、前年度予算額は３,２９９万６,０００

円、増減１,０３１万５,０００円。 

 こちら事業目的でございますが、相談支援、

多機関協働地域づくり、参加支援の実施による

重層的支援体制整備でございます。こちらにつ

いては、新たに報償費として地域支援事業報償

費、民間の外部団体でアウトリーチ、相談支援

等、訪問支援した場合に２７万円、２７件の１
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万円で２７万円の計上となっております。委託

料でございますが、参加支援事業というところ

でございます。こちらはひきこもりの方等の社

会につなげるための事業を行うということで４

２２万５,０００円の委託料で計上しておりま

す。特財については、総体の４分の３の補助率

となっておりまして３３７万円となっていると

ころでございます。 

 次に、ナンバー４でございます。議案関係資

料１５ページ、介護保険特別会計繰出金、当初

予算４億２,６４１万３,０００円、補正額４万

３,０００円、本年度予算額、現年度、補正後の

額ですが４億２,６４５万６,０００円、前年度

予算額は４億１,４２６万１,０００円、増減１,

２１９万５,０００円。 

 こちら事業の目的は、介護保険の運営でござ

います。こちらの政策予算分として４万３,００

０円繰り出しているところでございますが、こ

ちらについては地域支援事業、後で特別会計の

ほうの補正をしますけれども、そちらの一般会

計の持ち出し分というところでございます。 

 続きまして、ナンバー５でございます。議案

関係資料１５ページ、社会福祉施設指定管理費

でございます。当初予算４,８８２万４,０００

円、補正予算２７３万９,０００円、補正後の額

としては５,１５６万３,０００円、前年度予算

額は４,８３０万９,０００円、増減３２５万４,

０００円。 

 こちら事業の目的は、さくら共同作業所、ぽ

ぽろ館、ゲートボール場の指定管理でございま

す。今回の補正についてでございますが、まず

は需用費として、ぽぽろ館の施設自動車修繕

料、ぽぽろ館のトラクター、平成１６年式のフ

ロントローダーが故障しているため、修繕に必

要な経費でございます。次に需用費として、屋

内ゲートボール場の修繕でございます。屋内

ゲートボール場の屋根、ＰＯフィルムという農

業用のフィルムが貼られているところの２か所

に修繕が必要になってきたというところでござ

います。最後に備品購入３４万７,０００円、大

川地区にあるひまわりコート、こちらも屋内

ゲートボール場でございますが、平成７年に設

置した仮設トイレが老朽化して新たに仮設トイ

レを設置したいというところでございます。 

 一般会計は以上でございます。 

 引き続き、特別会計のほうを説明していきた

いと思いますので、議案資料のほうを御覧いた

だければと思います。 

 議案第４２号でございます。 

 それでは、議案第４２号でございますが、七

飯町介護保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてでございます。このたびの補正は、第１条

として、規定の歳入歳出予算の総額から歳入歳

出それぞれ２２万６,０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ２９億３,００

０万４,０００円と定めるものでございます。 

 補正の主な内容については、歳出の地域支援

事業費で、認知症の高齢者及びその家族の支援

とした新規事業の追加補正でございます。 

 それでは、介保７ページ、歳出から説明させ

ていただきます。 

 ３款地域支援事業費１項３目任意事業費、こ

ちら需用費として一人歩き高齢者見守り支援

シール配布事業ラベルシール購入費として１８

万１,０００円の追加。次に一人歩き高齢者見守

りシール配布事業印刷製本費３万９,０００円の

追加。需用費合計２２万円の追加。次に、使用

料及び賃借料はビジネスチャットツールを使用

した認知症高齢者捜索協力依頼情報配信事業の

システム使用料６,０００円の追加。任意事業合

計２２万６,０００円の追加でございます。 

 次に、５ページの歳入にお戻りください。 

 歳入については、歳出の補正に連動した国

庫、道費の法定負担分の歳入の追加でございま

す。 

 ３款国庫支出金２項２目地域支援事業交付金

は、包括的支援事業交付金として８万７,０００

円の追加。 

 ５款道支出金２項１目地域支援事業交付金

は、包括的支援事業交付金として４万３,０００

円の追加。 

 ７款繰入金１項２目地域支援事業繰入金は、

包括的支援事業等交付金４万３,０００円の追

加。 ２項１目介護保険財政調整基金繰入金は
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５万３,０００円の追加でございます。 

 以上、福祉課の予算審査についての説明を終

わらせていただきます。御審査のほどよろしく

お願いします。 

○池田委員長 これより審議に入ります。 

 何かありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 大きく２点ほど。 

 まず、一番最初の社会福祉総務費（地域福

祉）のところの市民後見人養成研修受講補助金

４０万円の予算のあれなのですけれども、広報

ななえの６月号に既に募集しているような感じ

で、予算まだ審議しているときに、出していい

のかなと思うのですけれども、その辺の考え

方。 

 国から金が来ているからいいのか、あるいは

介護初任者研修のように人数が増えたので追加

補正とかというのならまだ分かるのだけれど

も、なかったのが、全額を補正でやると最初か

ら話があったのかどうか、そこのところを

ちょっと。何かフライング気味なのかなという

感じがあって、大丈夫なのかなというところを

ちょっと確認させてください。 

 それと、一番最後のゲートボールのトイレだ

とか社会福祉施設指定管理費のところなのです

けれども、直すべきものは直して構わないと思

うのですけれども、こういう直さなければいけ

ないところの情報というのはいつ上がって、ト

イレ古いから直すというのは、当初予算で今年

の分のものを計上するという動きでないとまず

いのではないかなと。補正でやるとか、後で何

かするとか、そういうようなことではなくて、

全てあれですよね、これはちょっとまだだまし

て使おうとかということが可能だったのかどう

か。どれを見ても出せばみんな納得するような

支出ではないかなと思うので、最近分かってこ

うなったのか、もう既に今年度の予算として、

当初予算にこういうことの事業については当然

検討して出すべき、当初予算で計上しておくべ

きものではないかなと思うのですけれども、そ

の辺のいつ情報をつかんで、いつ政策として予

算に組むかという、その流れと今回この時期に

なったというところの説明をお願いいたしま

す。 

○池田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まず様式１、成年

後見人のフライングではないかというところで

ございますが、こちら、昨年度、今年度と、道

社協のほうで主催しているところでございまし

て、申込期限が今年度７月１日ということで、

先に募集をかけて、今回６月のタイミングで議

会のほうで予算のほうを計上させていただいた

というところでございます。この議会の予算提

案が終わりましたら、広報にかけるのが７月な

ので、７月１日の広報には間に合わないという

ところで、大変申し訳ございませんが、６月の

広報でないとタイミング的に７月１日までの申

込期限が間に合わないと当課のほうで判断し、

こういう形にさせていただいたので、御理解の

ほどよろしくお願いします。 

 続きまして、最後のナンバー５でございます

が、こちら、ぽぽろ館のトラクター、そして

ゲートボール場のトイレでございます。先にト

ラクターについては、昨年秋、トラクターのほ

うのフロントローダーが曲がったというところ

で確認はしております。その後、まだちょっと

動いていたのですけれども、冬また春頃に、駐

車場の重い氷とかをトラクターでやった際にさ

らにひどくなったというところで、３月過ぎに

ほぼフロントローダー部分が動かなくなったと

いうところで把握しております。３月過ぎたの

で３月定例会の当初予算に間に合わずというと

ころで、今回の提案とさせていただいたところ

でございます。 

 続きまして、ゲートボール場のトイレでござ

いますが、トイレについても２７年経過してい

まして、そちら和式トイレだったものでござい

ます。使用にはまだまだ耐えているものでござ

いますが、ある程度の簡易トイレなので、プラ

スチックというかＦＲＰのものについても劣化

してきており、ゲートボール場は高齢者の方の

利用がほぼでございますので、新しく洋式型の

簡易トイレを導入しながらということで、今ま

での和式の部分と併設で洋式の部分を新たに購
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入という形にさせていただきました。こちらも

指定管理者のほうと協議を重ねて、今回予算提

案という形でさせていただいたところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 予算というのは、議会の決裁をも

らわないと先にできないし、専決処分というの

もありますので、臨時会を開いたりとかありま

すので、その辺のスケジュール管理がまずいの

ではないかなと思うのですけれども。金額は小

さいのですけれども、そこのところ、いいだろ

うなということなのですか。そういう判断であ

れしているわけですか。臨時会でもできるし、

この議案作るのに時間かかって、それであれな

のでしようがないとか。そうすると、事前にそ

ういう説明をするとか、そういうのが本来であ

れば必要なのでないかと思うのですけれども。 

 これを認めないというわけではなくて、そう

いうことはきちんとスケジュール管理だとか、

権限の重要性だとか、その辺は認識していただ

きたいなというふうに思うのですけれども、そ

このところはどうでしようか。 

○池田委員長 副町長。 

○宮田副町長 この件について私のほうからお

答えさせていただきたいなと。 

 仰せのとおり、手続上少しまずい点があった

というような形のものでございます。ただ御了

解いただきたいのは、どうしても募集時期が決

まっているというようなことでございますの

で、その辺について、何とか間に合わせようと

いうような形のもので進めた結果でございまし

て、今後、臨時会を開くだとか専決でやると

か、いろいろ方法ありますので、その辺慎重に

取り扱ってまいりたいと思いますので、御理解

のほどお願いしたいなと思ってございます。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 広報ななえのものについては、了

解しました。 

 それで、先ほどもちょっと話した和式に洋式

を併設してということになると、これもその他

予算とかになっているのですけれども、こうい

うのを政策予算とかにしないのですかね。トイ

レを一つ増設して、ゲートボールの利用の利便

を図るとか何とかというので、そこのところ

は、先ほどから政策予算とその他予算が僕のほ

うもこんがらがるのですけれども、どういうふ

うに考えればいいのかなというところをちょっ

と。 

○池田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 政策予算扱いとその他予算の

扱いでございますが、福祉課のほうでは、新規

事業については、今回、町長の公約、施政方針

に載ったものについては政策予算というところ

でしておりまして、既存のものの老朽化に対す

る更新とか、新たにトイレを増やすとか、トラ

クターを直すとか、その部分については政策で

はなくその他のという形で考えさせていただい

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありますか。 

 上野委員。 

○上野委員 ナンバー３で２点ほどお伺いしま

す。 

 ここで、報償費の２７万円、地域支援事業報

償費と、それから委託料４２２万５,０００円が

計上されておりますけれども、この事業内容に

ついてあまり詳しく説明いただいておりません

ので、もう少し分かるように説明をお願いしま

す。 

○池田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まず２７万円の報

償費、こちら多機関協働によるアウトリーチと

継続支援事業でございます。今、七飯町におい

て重層的体制整備支援事業を行っておりまし

て、相談窓口というのが、障がい部門について

基幹相談支援センター、こちら函館の石川にあ

るところでございますが、こちらと連携しなが

らやっているところでございます。そこの障が

い部門で訪問した際に、例えば高齢者とか障が

い以外の部門の相談も受けてこちらにつないで

いただいて、そちらがうまいこと相談支援につ

ながった場合のものを報償費として支給すると
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いうところでございます。 

 こちら、それぞれの機関が専門の機関でござ

いますので、本来であれば障がい部門の部分、

そこの部分を併せて一緒に相談受けて七飯町に

つないでくれるのですけれども、七飯町が行く

べきところを、そこで一緒に相談支援とか申請

業務とか全部やってくれた場合という形でやっ

ているところでございます。 

 次に、委託料の４２２万５,０００円でござい

ますが、こちら参加支援事業というものを今回

新しく企画してございます。こちらについて

は、ひきこもり状態が続いていたり、就労が続

かない方に対して就労体験を通じて社会のつな

がりを持てるようにサポートする事業でござい

ます。こちら、単一の疾病、障がいの概念でな

く、様々な要因が背景となって生じているひき

こもりの方について、いろいろと何件か相談は

毎年来ているところでございまして、そういう

方を社会参加させたいという願いのことで事業

を実施するというところでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 上野委員。 

○上野委員 アウトリーチ云々ということで、

２７回という回数なのですけれども、２７回と

いう回数についての状況と、それから、ここで

相談を受けた方については、いろいろ対応しな

ければならないと思うのですが、どのような対

応が行われているのかどうか。 

 それから、委託料のほうなのですけれども、

４２２万５,０００円というような形で、結構な

委託がされているわけですけれども、実際にど

のくらいの利用があるのか。ひきこもりとか、

就労につながらないとか、いろいろそういう対

象者がおられるということなのですが、実際の

利用状況をもう少し数字的に分かるようにお願

いします。 

○池田委員長 福祉課長。 

○村山福祉課長 それでは、まず２７万円の２

７回でございますが、こちら重層的体制整備支

援事業、昨年令和３年度スタートとなっており

ます。そういった中で、各多機関とのやり取り

の中で今までの実績で大体、年間このぐらいい

くであろうということで、各機関との相談の

下、２７回と設定させていただいています。 

 委託料の部分についても、利用実績、新たな

事業になるのでこれからになるとは思うのです

けれども、今までのひきこもりの方等々の相談

を受けた中で、コーディネーターの方がそこの

家に行って就労先とつなぐという事業になりま

すので、具体にその方々の、先ほど言ったよう

に、単一の疾病、単一の障がいの概念ではない

方、いわゆるはざまの方、障がい制度でも介護

制度もなく、医療制度の方でもなく、様々な複

合的な要因でひきこもりになっている方でござ

いますので、就労先につなげたからといって、

そのまま１回で終わらせるわけではなく、その

就労先に付添いながらそこに慣れるまで行かな

ければならないというものでございますので、

簡単に何回という概念はないものですから、い

かにその方を社会とつなぐかというそこの部分

になりますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、福祉課に対する審議を終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

 それでは、環境生活課に関しましては午後か

ら行います。１時まで暫時休憩いたします。 

午後 ０時０３分 休憩 

────────────── 

午後 ０時５９分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 次に、環境生活課の審査を行います。 

 環境生活課長、お願いします。 

○磯場環境生活課長 それでは、環境生活課所

管分を御説明申し上げます。 

 資料ナンバー１となります。事業予算名は、

生活環境対策事業費です。当初予算額は９９１

万８,０００円です。補正予算額の政策予算分と

して９０万円、合計、本年度予算額１,０８１万
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８,０００円。事業の目的、内容については、記

載のとおりでございます。 

 以上で、環境生活課分の説明を終わらせてい

ただきます。よろしくお願いいたします。 

○池田委員長 これより、質疑に入ります。 

 何かありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 これこそ政策的な予算で、解体事

業の補助なのですけれども、金額を決定すると

きにどのくらいのニーズというか需要がありそ

うで、この金額で、１棟壊すのに幾らかかるか

というのはあれなのですけれども、どのくらい

のメリットというか、やろうとする気になる金

額なのかどうか、その辺のところがきちっと精

査されているかどうかと、一応３棟分なのです

けれども、もし人気がというか、みんな私もと

いうのが出てきたら、今後、予算の許す限りも

う少し増やしていきたいということなのか、そ

れとも限られたもので運用するのか、その辺の

ところを教えてください。 

○池田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 このほかに特定空家の従

前からやっている解体事業がございまして、そ

ちらのほうは国の補助もありますけれども、上

限６２万５,０００円で、それの５分の４で、補

助としては５０万円というのが一つあります。

それに倣って、上限６０万円の２分の１で３０

万円という形で、こちらのほうは単費になりま

すので、そちらのバランスを見ながら、金額に

ついては精査したところでございます。 

 次に、当初３棟ということで頭打ちさせてい

ただきましたけれども、今後、ニーズがたくさ

んあれば、９月の際にでも補正として計上させ

ていただきたいと思いますので、そのときはま

たよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありますか。 

 上野委員。 

○上野委員 今回の旧耐震基準の空き家の解体

ということで、従前、特定空家という形での対

策を行ってきたということなのですけれども、

町内に、今実態としてこういった対象になるよ

うな空き家を町はどの程度、数として把握して

いるのか。特定空家というのは、もう既に対応

が終わっているのかどうか、この辺についても

お伺いしたいなと思います。 

○池田委員長 環境生活課長。 

○磯場環境生活課長 特定空家にまだ指定され

ている住宅は、今のところございません。 

 旧耐震で建設されている空き家について、町

内で大体五、六十件ということで原課としては

把握しているところでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、環境生活課に対する審査を終わりま

す。 

 続きまして、子育て健康支援課の審査を行い

ます。 

 子育て健康支援課長、説明よろしくお願いし

ます。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、子育て

健康支援課所管分について御説明をいたしま

す。 

 資料のナンバー１になります。議案関係資料

は１３から１６ページになります。事業名、重

層的支援体制整備事業費、当初予算額３,８８１

万６,０００円、補正額、政策予算分として１２

０万４,０００円、本年度予算額合計で４,００

２万円、対前年で比較しますと７０２万４,００

０円が増額となってございます。事業目的、補

正の金額の内容については、記載のとおりと

なってございます。 

 続きまして、資料のナンバー２、事業名、児

童福祉総務費、当初予算額８,４４８万１,００

０円、補正額１,３３８万１,０００円、予算合

計９,７８６万２,０００円、対前年と比較しま

して２,８３８万６,０００円の増となります。

事業目的、補正の金額については、記載のとお

りとなってございます。 

 続きまして、ナンバー３、事業名、新型コロ
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ナウイルスワクチン接種事業、当初予算額５,７

８２万３,０００円、補正額３,６５９万７,００

０円、予算合計９,４４２万円、対前年と比較し

まして３,７２７万円の減となってございます。

事業内訳につきましては、記載のとおりとなっ

てございます。 

 引き続き、追加資料の御説明をさせていただ

きたいと思います。 

 これについては、保育士・幼稚園教諭等殊遇

改善臨時特例事業交付金の要綱について皆さん

にお配りしてございます。この事業の目的とし

ましては、新型コロナウイルス感染症への対応

と少子高齢化への対応が重なる最前線において

働く幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型

保育事業所等における保育士や幼稚園の先生方

の賃金を月額９,０００円程度引き上げるための

措置ということになってございます。事業主体

は、各全国の市町村になりますけれども、この

財源は国から１００％交付されるという内容で

ございます。 

 事業内容につきましては、令和４年２月から

始まった事業でございまして、今回の補正は、

新年度分ということで４月から９月までの処遇

改善費用ということで計上させていただいてお

ります。 

 また、裏面には、交付させていただく金額の

各事業所ごとに金額を明記してございますの

で、御参照いただければと思います。 

 説明については、以上となります。よろしく

お願いいたします。 

○池田委員長 それでは、質疑に入ります。 

 田村委員。 

○田村委員 それでは１点。施政方針の１８

ページにも記載されておりますけれども、国か

ら示されている１０月１日に開設する子ども家

庭総合支援拠点、これについてはナンバー２の

部分で予算化しているという考え方でよろしい

のでしょうか。 

 これは、総事業費は、これを見る限りでは幾

らなのかちょっと、子ども家庭総合支援拠点に

係る経費が幾らかかるのかちょっと理解できな

いものですから。 

 それから、こういう国から示されたものの支

援拠点を開設するという、これは具体的にどう

いったようなことをやって、どういったような

子どもたち、あるいは親たちに波及効果がある

のか。そこら辺もう少し詳しく説明いただきた

いのですが。 

○池田委員長 課長。 

○岩上子育て健康支援課長 それでは、御説明

をさせていただきます。 

 １０月１日から開設予定の当拠点の関係でご

ざいますけれども、これについては、総事業費

として消耗品の２万円、そして備品購入費の１

３万７,０００円ということで、事務用消耗品と

デジタルカメラとプリンターを想定している備

品となってございます。 

 従来までも虐待関係が主になる拠点でござい

ますけれども、これまで児童相談所と互いに連

携を取りながらこの問題に対処してきたわけで

ございますけれども、国のほうでも自分の町の

子どもは自分たちでちゃんと支援していくとい

うことで、今までやっていたものが大体各市町

村でも担っていかなければならないという事業

で、特段大きく何かを立ち上げて事業費をつけ

てやるというものではなく、従来の流れに加え

て、そういう現場に行って、随行しながら子ど

もたちの被害の状況を町としても確認していこ

うということで取り組まれる事業内容でござい

ます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 田村委員。 

○田村委員 そうしますと、これは、施政方針

を見る限り、私は政策予算でないのかなという

認識を持ったのですけれども、そうではなく

て、その他の、新規の事業ではない従来の事業

だという、そういう捉え方で構わないのです

ね。 

○池田委員長 課長。 

○岩上子育て健康支援課長 拠点につきまして

は、全国各地で各市町村が令和４年度に立ち上

げを行うということで、国の方針に準じた形の

対応を取らせていただくものと認識しておりま

すし、これまでやっていた虐待に加えて、新た
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な支援拠点ということの位置づけで対処してい

くという認識でございますので、政策的な意味

合いとしては捉えていないということでござい

ます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 次、ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 資料ありがとうございました。こ

れで分かりやすいというか、背景とか、あとこ

れまで入っているのでよく分かりました。あり

がとうございました。 

 １点だけ質問は、コロナ関係のワクチンの関

係の費用を委託料として上がっているのですよ

ね。この予算というのは、いつまでの分なのか

なと。今年度末まで、あるいは９月までのもの

なのかとか、そこのところだけ教えてくださ

い。 

○池田委員長 課長。 

○岩上子育て健康支援課長 今回、計上させて

いただいたワクチン接種事業なのですけれど

も、これについては６０歳以上の方を対象にし

た４回目の接種分となります。３回目までは国

のほうでは７月末までを想定して事業化して今

進めているところでございますけれども、さら

に９月末まで、期間は重なってまいりますけれ

ども、目標としては９月末までに４回目も接種

も終わらせていきたいという方向性で示されて

おりますので、その分としての経費を計上させ

ていただいている内容でございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 確認ですけれども、３回目以降接

種分というのは、当然ですけれども３回目、４

回目も含めて９月までに一応終わる。それまで

の予算の数字だということで、それ以降につい

ては、また別途状況を見ながらとか、考えると

いうことでよろしいのですか。 

○池田委員長 課長。 

○岩上子育て健康支援課長 委員おっしゃると

おりでございまして、取りあえず３回目、４回

目を含めての、主に４回目ということの予算で

ございますけれども、９月末までとなれば、３

回目までも含めて期間としては捉えていきたい

と思います。また、５回目以降だとかという話

があるかどうかも分からない状況なのですけれ

ども、それについては、また今後、状況を見据

えながら補正対応だとかしていければなという

ふうに思ってございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、これで審議を終わり

ます。 

 以上で、子育て健康支援課に対する審議を終

わります。 

 以上で民生部を終了いたします。 

 民生部の皆さん、ありがとうございました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時１４分 休憩 

────────────── 

午後 １時１５分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 これより、経済部の審査を行います。 

 経済部の皆様、御苦労さまです。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき、

説明願います。 

 初めに、農業委員会の審査を行います。 

 事務局長、お願いします。 

○農業委員会事務局長 それでは、御説明申し

上げます。 

 共通様式、農業委員会事務係となります。農

業委員会費でございます。農家台帳システム更

新委託料でございまして、４２８万８,０００円

の歳出額となります。当該システムの更新に関

してでございますが、農地管理地図情報システ

ムが本年１１月にリース満了することに伴い、

現行の農家台帳システムにはない地図機能を有

し、かつ農林水産省システムの農業委員会サ

ポートシステムとシステム上連携可能な新たな

農家台帳システムに移行いたします。農業委員

会サポートシステムの情報は、農林水産省シス

テムのｅＭＡＦＦ農地ナビにて農業委員会が整
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備している農地情報及び農地に関する地図がイ

ンターネット上で公表する同システムにも連携

して表示され、農地法改正により農地情報及び

農地を公表することが義務づけられた農地の所

在、地目、面積等の情報管理し、さらなる業務

の効率化を図るものでございます。 

 以上でございます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○池田委員長 それでは、質疑に入ります。 

 平松委員。 

○平松委員 先ほど、似たような説明があった

のですけれども、このシステム、更新をすると

いうことなのですけれども、例えば農地から開

発行為か何かが起きて農地が抜けていくと、そ

のときの更新というのは誰がやるのですか。 

 先ほどのは、税務課では外注をすると、委託

をするというのが出ていたのですけれども、そ

の辺どうなのか、ちょっとお聞きをしたいと思

います。 

○池田委員長 事務局長。 

○農業委員会事務局長 それでは、お答えいた

します。 

 こちらのほうも、税務課の固定資産税情報と

連携して動作するようなシステムとなる予定で

ございますので、地目等が変更された時点で、

年１回程度となると思いますが、更新する予定

となってございます。 

 以上です。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 そうすると、税務課で載せた委託

業務の金額の中に農業委員会のほうで発生する

修正分のお金も入っているという解釈でよろし

いのですか。 

○池田委員長 事務局長。 

○農業委員会事務局長 通常の修正は、農業委

員会が行う形になります。税務課のシステムの

情報と連動させるということだけでありまし

て、通常の農地の移動など、そういったものは

農業委員会が管理いたしまして行っていくもの

でございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 分かるようで分からない説明なの

ですよ。税務課で聞いたのは、今まで税務課で

入力をしていたのですね、修正が出た場合に

は。それを外部に委託するという予算を今回組

んでいるのですよ。だから、農業関係のものも

外部のところで一緒にできるかということをお

聞きしたいのですけれども、それはやらずに、

農業委員会の職員が自分で入力をするというこ

となのですか。ベースは同じものなのですよ

ね。 

○池田委員長 事務局長。 

○農業委員会事務局長 農家台帳システムとな

りまして、農地の情報ですので、農地以外の情

報を基本的に管理しないことになります。農地

に関するものだけを地図上などで管理していく

ことになりますので、非農地の部分に関して

は、このシステムとは連携しない形になりま

す。 

 以上でございます。 

○池田委員長 いいですか。 

 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、農業委員会に対する審査を終了いた

します。 

 次に、農林水産課の審査を行います。 

 農林水産課長、よろしくお願いします。 

○村上農林水産課長 それでは御説明いたしま

す。 

 共通様式、農林水産課農林施設整備係分とな

ります。 

 まず、土地改良行政の円滑な推進のために土

地改良総務費で、昨年度よりの継続事業となり

ます。需要費に関しまして、消耗品１０万４,０

００円、前年度３,０００円の増。負担金、補助

及び交付金、多面的機能支払事業補助金６,９４

９万７,０００円でございます。昨年度と同予算

で、昨年度と同額予算となります。 

 こちらは、町内８地区を分けた農地管理組合

に対する補助金でございまして、用排水路等の

維持管理など整備、農道維持管理などの整備、

そういった保全管理などを行っているものでご
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ざいます。 

 特定財源といたしまして、予算書７ページの

北海道多面的機能支払事業補助金の歳入５,２６

１万３,０００円を予定してございます。 

 続きまして、農林水産課農業施設整備係の道

営農業基盤整備事業費でございます。道営農業

基盤整備費の円滑な推進のための事業となりま

して、継続事業となります。旅費につきまして

１９万３,０００円、これは一般職旅費でござい

まして、事業に必要な寒地等の研修のための参

加の旅費ということでございます。負担金、補

助及び交付金でございますが、全体で２,３７０

万円となりまして、内訳といたしまして七飯町

負担分の道営農業農村整備事業負担金２７０万

円でございますが、内訳といたしまして、東開

発２地区１２０万円、御上谷地地区１５０万円

でございます。 

 特定財源といたしまして、７ページの次世代

農業促進生産基盤整備特別対策事業補助金とい

たしまして７５万円を予定してございます。 

 次に、農地整備事業負担金（一般農道）でご

ざいます。こちらは１,９２０万円を予定してご

ざいまして、（通称）城岱スカイラインの道路

に係る排水対策でございまして、排水対策箇所

の上流部に導水路である部分に対してトラフを

設置いたしまして、また３か所に土溜めを設置

するというものでございます。 

 特定財源といたしまして、９ページの道営農

業農村整備事業監督等補助業務委託金を先ほど

の道営農業整備事業分と合わせまして１２１万

２,０００円を予定してございます。同じく特定

財源といたしまして、１０ページの農業農村整

備事業債１,７２０万円を予定してございます。 

 次に、農業経営高度化支援事業補助金１８０

万円でございます。こちらは、御上谷地地区の

道営整備事業に係る北海道、町を経由した歳入

歳出同額の渡島平野土地改良区に対する国費補

助でございます。 

 特定財源として、７ページ、農業経営高度化

支援事業補助金を同額の１８０万円予定してご

ざいます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。何かありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、農林水産課に対する審査を終わりま

す。 

 次に、商工観光課の審査を行います。 

 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 それでは、私のほうから

商工観光課所管分の補正内容につきまして御説

明を申し上げたいと思います。 

 資料を御覧いただきたいと思います。商工観

光課の補正予算に関しましては、補正予算の

ページ数は一般の１９ページからとなります。 

 まず、ナンバー１、事業予算名は特産品ＰＲ

事業費で、補正額１００万円、補正後の予算額

は７１２万６,０００円となります。補正内容に

つきましては、物産展等出展支援補助金といた

しまして１００万円を補正するものでございま

す。こちらは、地場産品の販路拡大及び町内の

物産振興を目的として町外での展示商談会や物

産催事等の出展経費を補助するものでありま

す。補助額は対象経費の２分の１として、展示

商談会については限度額１０万円、物産催事等

では５万円で予定してございます。 

 続きまして、ナンバー２、事業予算名はクー

ポン券発行事業費で、補正額は１億３,９７７万

１,０００円となります。事業の目的といたしま

しては、町内消費の喚起、下支えをし、地域経

済の活性化を図るものでございます。 

 概要といたしまして、令和２年度、３年度と

実施してございます同事業につきまして、町民

を対象といたしまして、本町、大中山、大沼の

３地区ごとに１,５００円、合計４,５００円分

のクーポン券を配布する事業でございます。 

 続きまして、ナンバー３、事業予算名は観光

費で、補正額は３４９万５,０００円で、補正後

予算は３,７１０万８,０００円となります。補

正の内容といたしましては、委託料として、Ｐ

Ｒ番組制作業務委託料４９万５,０００円、こち

らは七飯町のシティプロモーションの一環とし

て観光スポットやグルメ、特産品などの食を織
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り交ぜて地域のレギュラー番組の収録を委託す

るものでございます。特に地域に愛されている

お店、地元の人々が集まるお店などを御紹介す

るなど、より七飯町らしさを取り上げて、町な

かをぶらりと旅するイメージを訴求すること

で、町内外へ七飯町をＰＲするものでございま

す。 

 次に、観光イベント開催補助金といたしまし

て３００万円、こちらは新型コロナウイルス感

染症の影響による観光業への打撃は長期にわ

たっていることから、関係事業者をはじめ、観

光関連団体との意見交換におきましても、観光

客誘致への取組に対して支援を要請されている

ところでございます。 

 このたびの観光客誘致への取組は、七飯町大

沼国定公園を身近に感じてもらうこと、来訪の

きっかけをつくることを目的として、１から２

週間ごとの日曜日にそれぞれ複数のイベントを

実施していくものであり、例えば遊覧船などを

利用したパワースポットとして知られている駒

ヶ岳神社を参拝するツアーや、浴衣やコスプレ

などで観光地の彩りを楽しんでいただくイベン

ト、また愛犬などペットとともに大沼国定公園

の自然を楽しんでもらうイベントなど、ある程

度の期間にわたり訪れていただくきっかけを創

出する新たな取組を支援する補助金でございま

す。 

 次に、ナンバー４、事業予算名は国際交流プ

ラザ指定管理費で、補正額は１７９万３,０００

円、補正後の予算額は２,１２３万６,０００円

となります。このたびの補正の内容といたしま

しては、設立当初からございました電話設備機

器の設備不良に対して設備交換をするための交

換業務委託料４７万３,０００円、そして建物の

屋根に関しまして、すが漏りが発生している事

案に伴いまして、これを補修する工事費として

１３２万円を計上するものでございます。 

 予算額の御説明は、以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

○池田委員長 ありがとうございました。 

 これより審議を行います。 

 平松委員。 

○平松委員 最後のナンバー４の電話交換器、

これは七飯町の財産なのですか。建物と一緒だ

と思うのですけれども、リースではなくて七飯

町の財産だから傷んだので取り替えると。取り

替えるのは、リースではなくて、また買うので

すか。今どき、そんなにそんなに電話使わない

と思うのだけれども、その辺含めてちょっとお

考えを聞きたいと思います。 

○池田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 御質問にありましたとお

り、この機器につきましては、七飯町所有の機

器でございます。さらに、今設備不良になりま

した機器につきましては、ちょっと一昔前とい

いますか、いわゆるＩＳＤＮというようなアナ

ログ回線を基に構成されたものでありまして、

このたびの不良につきましては、もう既に交換

部材がないということでございます。そのこと

から、新たに同様の機能を構築するものとし

て、今ある光通信による電話回線に切り替える

ということにいたしました。 

 これに伴いまして、この工事によってランニ

ングコストの検討も行ってございまして、アナ

ログ電話であった頃のランニングコスト、月、

約５,５８０円の費用がかかってございました

が、このたびの光電話に変更することによりま

して４,７００円、年額にしまして１万５６０円

の減額になるということになります。こういっ

た形で、今の現状に合った設備のほうに更新を

して、経費を抑えていくという考え方でありま

す。 

 以上です。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 その辺はどうでもいい話なのかも

しれませんけれども、これは指定管理費に入る

というのがちょっと不思議なのですけれども

ね。七飯町の財産で七飯町が工事して、その経

費を単純に七飯町が一般会計で払っていればい

いのではないかと思うのですけれども、指定管

理費に入れるというのがどうなのかなと思った

のです。 

○池田委員長 課長。 

○福川商工観光課長 すみません、一応、今指
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定管理制度を導入している施設につきまして

は、一般会計の事業予算名がこういった国際交

流プラザ指定管理費といった事業名になってい

ます。決して指定管理者に支払う委託料ではな

くて、別途費用計上しているということで御理

解願います。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 ナンバー３の観光費のところで２

点ほど確認です。観光イベント開催補助金３０

０万円ということで今回上がっていますけれど

も、当初予算で４００万円上がって、今回３０

０万円ということなのですけれども、今回の３

００万円は、先ほどの説明でいくと、大沼国定

公園というか、大沼のあれに全額３００万円を

充てて展開するという、そうふうに考えていい

のかどうか。３００万円の中の一部を大沼はそ

ういうふうに使うということなのかどうか、そ

このところを一つと。 

 その上にある、ＰＲ番組制作業務委託料とい

うことで上がっていますけれども、何と呼んで

いるか分からないのだけれども、ホームページ

というか、Ｋｉｔａｐｐｏ（キタッポ）という

のが新しくできて、谷村省吾さんがお酒飲んで

酒蔵歩いている映像と結婚式のベル鳴らすとこ

ろの映像２本が七飯町として上がっていて、全

道各地のがあって、七飯町としてはあれです

か、ああいうところに載せるようなＰＲ動画の

ようなものというのは、今のところ幾つあるの

かどうかというのと、今回つくるこういうもの

もあそこに載せたりできるような、そういうよ

うな活用の仕方をするということなのかどう

か、そこのところを教えてください。 

○池田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 まず、観光イベント開催

補助金、このたびの３００万円です。これは、

実は御説明の際にも触れたのですけれども、今

コロナの影響というものが徐々にではあります

が、その中にあってもお客様が少なからず動き

出しているというような状況にはあります。た

だし、残念なことに、道東で起きました痛まし

い事故、ああいったものもありまして、こう

いった船舶とか、そういったものに対す風評被

害というものが、実は予想以上に大きいという

ことで伺っているところでございます。 

 目に見えないところなのですが、例えば修学

旅行が、その行程をキャンセルすることによっ

てほかの部分の行程も別に変わってしまう可能

性もあるというようなこともありまして、特に

大沼国定公園の場合は、七飯町のみならず森

町、鹿部町も含めて、広域観光、周遊観光とい

うものに取り組んでいるところでありまして、

その一翼を担っている大沼の遊覧船事業、そう

いったところにも非常に影響が出ていますの

で、地域全体、七飯町以外も含めて広域観光と

いう観点でみても、ぜひとも支援をしていかな

ければならないという考え方をしてございま

す。 

 ただ、その部分のみならず、それは影響が出

ている一角でしかありませんので、全般的に大

沼国定公園に再び足を運んでいただくために、

何かしらの切り口を変えた形で皆さんに楽しん

でいただく方法がないかということで事業提案

ございましたので、これにつきましては新たな

取組であり、さらに、このたびの取組によって

は、今後も継続できるすばらしい事業になり得

るというような判断をさせていただきまして、

上限３００万円の補助金を設定したということ

で御理解をいただきたいと思います。 

 もう１点、ＰＲ番組の制作業務委託料につい

てなのですが、実は、委員おっしゃったとお

り、昨年度２本の動画を作成いたしました。こ

ういった動画につきましては、ある程度の鮮度

というものもありますので、継続的に取り組ん

でまいりたいというような考えでおります。 

 それで、このたび政策予算として計上させて

いただいた理由の一つとして、こういった番組

収録につきましては、多大な経費を要するのが

常でございますが、いろいろな協議を踏まえた

上で、市場価格に対して有利な条件で業務委託

が可能となる見込みとなったものですから、こ

のような形で予算を計上させていただいており

ます。 

 これは、動画サイトに掲載するというよりは
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番組収録ということになりますので、どちらか

というと、そういったことよりも協議の中で出

てきたのは、海外航空会社の機内ビデオに採用

されている例があると。さらに、大変人気のあ

る番組なものですから、ＤＶＤ商品として展開

される可能性もあり、長期的に継続的にＰＲが

されて相応の効果が見込まれるという判断の

下、計上させていただいておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 最初からそういう説明をいただく

と非常に分かりやすい、そうなのかということ

で納得できるようなあれなのですけれどもね。 

 今聞いて、再度確認なのですが、観光イベン

ト補助金３００万円なのですけれども、そうす

ると、これはあれなのですか。どこかの企業と

か観光協会のようなところに全部補助してしま

うということなのですか。それとも、事業ごと

に１万円とか、何万円を何とかするとか、そう

いうような細かいあれがあるものなのでしょう

か、そこのところ。最後だと、どこかの事業か

何かに全部そこを補助するようなニュアンスで

聞こえたのですけれども、そこの使い方をもう

一度お願いします。 

○池田委員長 課長。 

○福川商工観光課長  すみません、説明が

ちょっと足りなくて申し訳ございませんでし

た。 

 こちらについては、地域とのいろいろな観光

の関連につきまして情報交換をしている中で、

地域として取り組んでいきたいというような提

案がございました。 

 先ほどの説明のとおりでございまして、あら

ゆる、今までと切り口を変えた、いろいろな方

が、こういったイベントだったら行きたいなと

か、そういった感じで選択肢を広げて御提示で

きるようなイベントになり得るかなと思いまし

たので、これにつきましては、地域の観光団体

として事業者等にも連携しております大沼コン

ベンション協会に対してのコンベンション協会

の事業として提案された中身に対しての補助事

業であるということで御理解をいただきたいと

思います。 

 内容につきましては、今後、関係団体、関係

事業者等でしっかりと協議をしていただいて、

町としてもこういった補助金の形で支援をして

まいりたいということで御理解をお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員、最初に言いましたナ

ンバー２のクーポン券について、聞かなくても

いいのですか、資料請求しましたけれども。口

頭でまとめてきて、話せる範疇で話しますとい

う先ほどのお話を受けたので、聞かなくてもい

いですか。 

 若山委員。 

○若山委員 質問ではないけれども、クーポン

券のあれについて、判断する材料として資料を

要求しましたけれども、話している中で、私が

固有名詞とかいろいろ出してしまうと混乱する

可能性もありますので、今回は、特にそれにつ

いては触れません。 

 クーポン券の事業で、過去の実績といいます

か、こういう成果がありましたというようなこ

とをアピールするものがもしあれば、できる範

囲で言っていただければと思います。 

 今までは、各世帯に１セット配布したのを今

度は全住民に配布するということで、事業を大

きくしているということがありますので、こう

いう効果がありますよというようなところを、

きちっと実績として九十何％の利用率があっ

て、非常に好評だとか、そういう声がもしあれ

ば、少し御説明をいただければと思います。 

 すみません訂正します。質問をお願いしま

す。 

○池田委員長 課長。 

○福川商工観光課長 クーポン券につきまし

て、御答弁と申しますか、御説明ということで

お話をさせていただきます。 

 このたび、今お話にありましたとおり、今ま

では世帯ごとに定額のクーポン券を配布してい

たところを、今回は町民一人単位でクーポン券

を発行していくと。事業的には、今までの約２
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倍程度の規模になろうかと考えております。 

 過去の実績で申し上げますと、一番最初に

行った令和２年度につきましては、使用率は合

計で９４.２％、それから令和３年度につきまし

ては９４.６％と０.４ポイント上昇していると

いう内容でございます。こういったところから

考えますと、このたびのクーポン券発行事業に

対しても、相応の成果が見込まれると考えてご

ざいます。 

 なお、今までこういった９０％を超えている

事業でしたので、同様に、交付金としてこのた

び計上しております１億２,６４５万円の９割以

上が町内に出回るということで、それプラス、

それに附随した経済活動、例えば移動もそうで

すし、そのほかのレクリエーション等もあるか

もしれませんが、そういったことを鑑みまして

も、これ以上の効果が見込まれるということで

御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 ありがとうございました。 

 クーポン券に関しては、何というか換金のス

ピードを速めるというか、利用される店のほう

ですね、１か月待たされるとか、資金繰りに影

響が出ないように、銀行の手数料とかいろいろ

あるのかもしれないのですけれども、できるだ

け早く換金するというのも要望として聞いてい

ます。 

 今まで来たことのないお客さんが、クーポン

を持って「使えますか」と来て、広がるという

のもありますし、パンフレットのような形で利

用できる店が１冊のあれに載っていて、七飯に

こんな店もあるのかなということで、驚きとい

うか、そういう新たな発見みたいなものもあり

ますので、非常にあれなので。 

 換金のあれだけは、できるだけ早く換金でき

るような仕組みを、前と同じように、前も同じ

ようなことを聞いていて、同じように回答いた

だいているのですが、そこのところをお願いし

ます。 

○池田委員長 課長。 

○福川商工観光課長 今、委員のほうからお話

がありましたとおり、令和２年度の初めての実

施から実は令和３年度に関しまして、事務内容

につきましては改善をしているところでござい

ます。今まで、換金の回数が少なかったところ

を小まめな換金ができるようにということで回

数を増やしたり、期間を短くしたりという取組

も行ってございました。 

 このたびは、先ほどお話ししたとおり、事業

費自体が約２倍になっているということで、実

は関係する団体や事業者の方々との事前の意見

聴取の中でも、実は結構大変なボリュームであ

るということが分かっております。ですので、

今回は特に換金にいらっしゃる事業者も、どう

しても月末に固まったりされるので、そういっ

たところで大変お待たせするという事案が出て

いるというのもお聞きしていますので、まず登

録店舗にそういった事情を御説明する資料を配

布するとして、換金をしてまいりたい。それか

ら、こういった換金に関しましても、町からお

支払いの手続を町のほうで行いますので、当然

商工観光課といたしましても最善の取組をしま

して、速やかに支給していくという考えに変わ

りはございません。 

 それと、もう１点、このたび配布の件数のボ

リュームが倍になるということですので、配送

においては郵便局の御協力をいただいているの

ですが、どうしてもこのスケールになりますと

お時間をいただきたいというようなお話が出て

いますので、若干なりとも届くのが、隣には届

いているのだけれどもまだ届かないという事態

は想定されるところですので、そういったとこ

ろにつきましても、ホームページや広報等でで

きる限りお知らせしてまいりたいと思います。

その点につきましては、委員の皆様にも御協力

をいただきながら速やかな実施をしてまいりた

いと思いますので、ぜひ御協力のほどよろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

○池田委員長 若山委員、よろしいですか。 

 平松委員。 

○平松委員 ちょっと突拍子もない話で恐縮な

のですけれども、防災無線で５時になると音楽
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が流れるのですけれども、ああいうときに、

クーポンが配布されているというアナウンスな

んかは、する気ないですかね。というのは、

クーポン届いていても分からないお年寄りが結

構いるのですよ。だから、耳にするかどうか別

にしても、何かしら広報に載っかっているとか

何かは分かるのですけれども、毎日のことで知

らしめるということでは、せっかく大きなお金

をかけた装置があるので、流してみたらどうな

のかなと思うのですけれども。 

○池田委員長 商工観光課長。 

○福川商工観光課長 他の所管にも関わること

なので明言はできませんが、そういった活用の

方法も一つの案としてあると思います。今後、

全庁的にそういった検討がなされていくと思い

ますので、貴重な御意見として承ってまいりた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

○池田委員長 あと、ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、商工観光課に対する審査を終了いた

します。 

 次に、都市住宅課の審査を行います。 

 都市住宅課長、お願いします。 

 課長。 

○川島都市住宅課長 それでは、共通様式に

沿って、都市住宅課所管分の説明をさせていた

だきます。 

 まず最初に、共通様式ナンバー１、予算書

ページとして２１から２２ページになります。

事業予算、公園整備管理費、当初予算額２,１０

２万１,０００円、政策予算分として１５２万

９,０００円になります。特定財源はなし。事業

内容については、右側の記載のとおりとなって

おります。 

 次に、共通様式ナンバー２、予算書は同ペー

ジです。事業予算、都市環境整備費、当初予算

額２３３万６,０００円、政策予算分の補正とし

て１５８万円になります。特定財源はなし。事

業内容については、工事請負費１５０万円と用

地購入費で８万円の内容になっております。 

 次に、共通様式ナンバー３、予算書は同ペー

ジ。事業予算、社会資本整備総合交付金事業費

（公住）になります。当初予算額１億８,６４６

万１,０００円、政策予算分の補正として４８７

万３,０００円。特定財源は４５％で２１９万

２,０００円となっています。事業内容になりま

すが、委託料４８７万３,０００円になります。

記載のとおりですが、両計画とも計画期間が本

年度終了となることから、改めて計画を策定す

るものであります。 

 以上になります。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

○池田委員長 ありがとうございます。 

 これより質疑を行います。何かありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 ナンバー３のところで、期限が切

れるので新しく計画をつくるので委託料という

ことで上がっていますけれども、これについて

は、また１０年とかの計画になるのでしょうか

ね。そういうところで、１０年終わって、また

次の計画というのはどのようなものをイメージ

というか、あれなのか、そこのところを。委託

して決めるのかもしれないのですけれども、委

託主としてどういうような計画をというような

形なのか、そこのところを教えてください。 

○池田委員長 都市住宅課長。 

○川島都市住宅課長 今の若山委員の御質問に

対して御答弁いたします。 

 まず、住生活基本計画につきましては、国の

指針が改まりまして、昨年令和４年３月に道の

住生活基本計画が策定されております。また、

うちの住生活基本計画については、平成２４年

３月に記載のとおりですが、それを改めて、町

でいえば総合計画なり、まち・ひと・しごと総

合戦略も見直しをされていますので、それに合

わせて沿った形で道の基本計画と一緒に改めて

見直しをしていく業務になります。 

 また、長寿命化については、今、冬トピアな

り、桜Ｂ・上台団地は長寿命化をかけています

が、今後、大沼団地なり、そういう計画も長寿

命化に入っていく期間なり構想になっていきま

すので、その辺、改めて計画の見直しをしてい

きたいというもので、委託料を計上しておりま
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す。 

 以上であります。 

○池田委員長 ほかにありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、都市住宅課に対する審査を終了いた

します。 

 御苦労さまです。 

 次に、土木課の審査を行います。 

 土木課長、お願いします。 

○笠原土木課長 それでは、共通様式に従いま

して、事業ごとに説明させていただきます。 

 共通様式ナンバー１の８款１項１目、事業予

算名、車両センター管理費で、補正予算額は政

策予算分で２９０万円の追加、本年度予算額は

３８４万２,０００円となり、前年度と比較して

９万７,０００円の減となっております。主な内

容は、車両センター車庫シャッター不良による

改修工事となっております。 

 なお、特定財源は記載のとおりでございま

す。 

 次に、ナンバー２の８款２項１目、事業予算

名、道路橋りょう維持費で、事業目的は、道路

橋りょうの適正な維持管理となっております。

補正予算額はその他予算で６１５万円の追加

で、本年度予算額は３,７２２万６,０００円と

なり、前年度と比較し１,２００万１,０００円

の増となっております。主な内容は、町道等舗

装及び随時補修の不足に伴う追加と除草剤散布

用動噴の購入となっております。 

 次に、ナンバー３の８款２項１目、事業予算

名、町道等単独改良事業で、補正予算額は政策

予算分９,８６０万円の追加、本年度予算額は３

億３,４４０万円となり、前年度と比較し１億

４,１１０万円の増となっております。主な内訳

は、１１路線の排水整備改良舗装工事のほか、

久根別川橋架替設計委託料などとなっておりま

す。 

 なお、特定財源については、記載のとおりで

ございます。 

 次に、ナンバー４の８款２項２目、事業予算

名、社会資本整備総合交付金事業で、補正予算

額は政策予算分で３,８００万円の追加で、本年

度予算額は３,８００万円となり、前年度と比較

し２億１,１７０万円の減となっております。主

な内訳は、委託料で道路付属物点検、視線誘導

標の点検、工事請負費で橋りょう長寿命化修繕

工事、負担金、補助及び交付金でＪＲへの負担

金という内容となっております。 

 なお、特定財源については、記載のとおりで

ございます。 

 次に、ナンバー５、８款３項１目、事業予算

名、河川改良費は、河川の適正な改修整備につ

いて行うものであり、補正予算額は６,５４０万

円の追加で、本年度予算額は６,６５０万円とな

り、前年度と比較し２,５３２万１,０００円の

増となっております。主な内訳は、委託料で河

川の草刈、工事請負費で河川環境整備工事、軍

川下流排水路整備工事などとなっております。 

 なお、特定財源については、記載のとおりと

なっております。 

 以上で、資料についての説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○池田委員長 それでは、質疑のほうは休憩を

取ってから行いたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

午後 １時５４分 休憩 

────────────── 

午後 ２時０６分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 それでは、土木課の質疑より行います。 

 何かありますか。 

 平松委員。 

○平松委員  ナンバー１の車両センターの

シャッターの不良ということを書いていますけ

れども、車両センターは築何年たっています

か。２年くらい前ですか、トラックがぶつかっ

て直していますよね、１回、壊して。それなの

ですかね。それとも、単純に古くなって駄目に

なってきたのか。それであれば政策予算でなく

て、ふだんからの話だと思うのですけれども。 

 あのシャッターが不良になるというのは、ぶ

つけるか、使い方が悪いかというか、相当しっ
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かりしたシャッターですから、年に１回ぐらい

グリースを差していれば不良になるシャッター

でないと思うのですけれども、その辺どう見て

いますか。 

○池田委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 昭和六十数年ぐらいの建設だ

と思うのですけれども、このシャッターは、重

機の大きい車両のほうのシャッターでございま

して、現在、完全に壊れているというわけでは

なくスムーズに開閉できないという状態でござ

いまして、完全に故障したときに緊急時に出動

できないとか、車両保管に支障を来すというこ

とで、今回修繕のほうをさせていただきます。

よろしくお願いいたします。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 同じくナンバー１で、僕の計算と

いうか資料の見方があれなのかもしれないので

すけれども、車両センター管理費は、当初予算

９４万２,０００円になっていますけれども、９

０万４,０００円ではないですかね。どう見ても

補正もしていないし、あれなのかなと思ってあ

れなので、そこの確認と。 

 先ほど言ったとおり、シャッターによる改修

というか不具合がいつ発生して、前のほかの部

のあれでも確認しているのがあったのですけれ

ども、いつ発生して、当初予算でやるようなも

のではないのかなというのと。改修のものが政

策的予算とかという位置づけがよく分からない

というか、壊れていたら直さなければいけない

というのは、その他の予算のようなイメージも

あるのですけれども、そこのところの考え方を

お願いしたいなと思います。 

○池田委員長 土木課長。 

○笠原土木課長 すみません、前年度の予算に

ついては、今手元に前年度の予算書がございま

せんので、大変申し訳ございません、後で確認

させていただくことで御了承いただきたいと思

います。 

 あとは、修繕の補正のタイミングとか考え方

ということでございますけれども、取りあえ

ず、シャッターの開閉は何とかできるという今

状態でございまして、先ほども言ったように、

開閉できなくなりますと緊急時の出動や車両の

保管等に支障を来すということで、金額も２９

０万円と大きめなものでございましたので、今

回政策予算として上げさせていただいたという

ことで御理解願います。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、質疑を終わります。 

 以上で、土木課に対する審査を終了いたしま

す。 

 御苦労さまでした。 

 続きまして、上下水道課の審査を行います。 

 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 それでは、上下水道課分

の補正予算審査特別委員会の説明をさせていた

だきます。 

 上下水道課分の水道事業会計議案第４３号及

び下水道事業会計議案第４４号の説明となりま

す。 

 初めに、水道事業会計から説明させていただ

きます。 

 補正内容につきましては、指定された共通様

式で説明させていただきます。補正予算ページ

数３、ナンバー１、１款水道事業費用１項営業

費用５目総係費は、七飯町水道事業ビジョン策

定業務委託料８９４万３,０００円の追加となり

ます。業務の内容は、平成２５年に策定された

同ビジョンの対象期間が１０年であリ、計画対

象期間並びに内容についての更新のほか、平成

３０年に策定されました経営戦略の更新と併せ

て委託するものになります。 

 続きまして、補正予算ページ数５、ナンバー

２、１款資本的支出１項建設改良費１目水道施

設費は、七飯地区第１配水区水質監視装置新設

工事１,２０３万４,０００円は、主に大川、大

中山、中野地区などの給水する常水の水質確保

のため、総合水質計の設置工事となります。 

 続きまして、大沼地区第１水源現場操作盤更

新工事１,００３万２,０００円は、大沼第１水
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源に関する機械類、主に水中ポンプ等になりま

すが、そちらへの電力の制御並びに状態表示等

に関する現場操作盤の更新工事となります。 

 なお、同施設は、昭和５９年整備で、３７年

ほど経過しております。 

 最後の三つ目なのですが、大沼管理棟高圧受

電設備更新工事３,８０３万８,０００円は、大

沼管理棟の高圧受電設備の更新となります。主

に変圧器の更新等工事になりますが、同施設も

昭和５９年整備で、同じく３７年経過している

施設となります。 

 なお、３工事合わせまして６,０１０万４,０

００円の追加となります。また、財源には企業

債として水道施設債６,０００万円を予定してお

ります。 

 続きまして、１款資本的支出１項建設改良費

２目管路整備費は、峠下地区配水管布設替工事

４９２万８,０００円の追加となります。工事の

内容は、町道峠下８号の道路改良工事等に併せ

て移設が必要となります水道管移設に関するも

のとなりまして、水道用塩ビ管ＶＰになります

が、口径１００パイ、距離として７０メート

ル、同施設は平成１９年布設、１５年径管の水

道管となります。 

 なお、財源には、企業債として管路整備債４

９０万円を予定しております。 

 以上で、議案第４３号令和４年度七飯町水道

事業会計補正予算（第１号）についての説明を

終わらせていただきます。 

 続きまして、下水道事業会計について御説明

させていただきます。 

 共通様式で説明させていただきます。 

 下水道補正予算ページ数４、ナンバー３、１

款下水道事業費用１項営業費用２目管渠費は、

下水道事業計画変更委託料４４０万円の追加と

なります。業務内容は、特定環境保全公共下水

道の汚水処理方式について、設備更新費用並び

に施設維持管理の見直しに資するため汚水処理

に関する調査基本計画の策定を委託するものと

なります。 

 次に、１款下水道事業費用１項営業費用４目

業務費は、下水道料金システム改修委託料３８

万８,０００円の追加となります。業務内容は、

令和４年１０月分より下水道使用料の改定を予

定しておりますが、水道料金システム、こちら

のほうに下水道使用料のシステムも入っており

ますので、そちらの改修について画面の出力並

びに帳票等追加増嵩分について、さらに委託す

るものになります。 

 続きまして、１款下水道事業費用１項営業費

用５目総係費の職員旅費６万４,０００円の追加

となります。こちらは社会資本整備総合交付金

事業の実施により、工場等への出来形検査実施

の際に、検査員並びに業務の責任者２名分の出

張旅費を想定しております。 

 下水道ページ６、ナンバー４、１款資本的支

出１項建設改良費１目処理場建設費は、浄化セ

ンター耐震診断委託料２,２００万円の追加とな

ります。業務内容は、昭和５６年に建設された

大沼下水浄化センター管理棟の更新費用に算定

に必要となる耐震診断を委託するものです。浄

化センター設備更新工事１億７９０万円の追加

となります。 

 令和４年５月２４日に実施されました令和４

年第３回議員全員協議会の情報提供の際にもお

知らせしました大沼下水浄化センター電気設備

更新工事についての内容となります。内容とし

ては、令和４年度は水処理動力の制御盤等の政

策分に当たります。 

 引き続きまして、要求のありました追加資料

について御説明申し上げます。 

 お手元の令和４年度予算審査特別委員会要求

資料を御覧願います。 

 それでは、Ａ３判１ページ目は、大沼下水浄

化センターの電気設備更新、水処置動力制御盤

等の政策に関する費用、同じくＡ３判２から３

ページ目は、実際に水処理を行う各施設設備等

を制御する今回の政策対象部分となります。 

 続いて、Ａ４判で４ページから６ページ目の

写真入りの資料は、１９８７年（昭和６２年）

以降設置された既存施設、今回の更新対象とな

る部分になります。 

 なお、この施設は、時間計画保全対象施設と

なっております。 
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 ここまでの資料が浄化センター設備更新工事

１億７９０万円の資料となります。 

 次に、最後のＡ３判７ページ目が、今後の更

新計画の資料となります。 

 現在の更新計画は、令和元年から令和５年の

期間を対象とする計画であり、令和５年度は今

年度の残り、製作された機器の据付調整等を現

地の大沼下水浄化センターで行うことを予定し

ております。令和６年度以降は、引込用受電用

変圧器、自家用発電器の更新を予定しておりま

す。 

 なお、今回資料請求の長寿命化計画に関しま

しては、今はストックマネジメント計画という

形で施設の更新のほうを実施しております。こ

ちらのほうも、令和５年度に令和６年度以降分

の計画を策定する予定となっております。 

 ２工事合わせまして１億２,９９０万円の追加

となりますが、財源には企業債５,５９０万円と

補助金６,９００万円を予定しております。 

 以上で、議案第４４号下水道事業会計補正予

算（第１号）についての説明を終わらせていた

だきます。 

○池田委員長 それでは、質疑に入ります。 

 平松委員。 

○平松委員 順に何点かお尋ねをいたします。 

 まず、ナンバー１、水道事業ビジョンの委託

料が結構な金額になっているのですが、前に見

直したときには井戸を掘るですとか、水が足り

なくなる、新幹線の車両基地とかに供給するに

は井戸を掘らなければいけないとかということ

で、結構大きな調査というものが入ったと思う

のですけれども、人口がこれから減っていく中

で、古いものを直していくという計画は、そん

なそんな更新する必要、更新するというか、お

金をかけてまで計画を見直す必要がなさそうな

気がするのですが、これはどういった趣旨で委

託料の金額が９００万円近くになるのか、説明

を願いたいと思います。 

 続いて、ナンバー２なのですが、この中に水

源の更新工事というので、まず１,０００万円、

大沼の管理高圧受電は水道のほうの受電だと思

うのですけれども、すみません、どこにある施

設を何年ぐらいたったので更新するのかという

説明をお願いしたいと思います。 

 続いて、ナンバー３、下水道事業計画変更委

託料というので４４０万円、これのどういった

内容の変更を予定しているのかを説明願いたい

と思います。 

 それから最後になります。ナンバー４、資料

要求した件なのですが、大変立派な資料をいた

だいてありがとうございます。この施設という

のは、そもそもが駒ヶ岳の周辺に別荘分譲地が

広がって、処理能力が相当いるだろうというこ

とで大きめの建物を造ったのですけれども、実

際には人が増えず、今ある建物、管理棟は最終

的な設計の大きさでできていますけれども、処

理施設側のほうの建物というのは当初設計の半

分、なおかつその半分の施設の多分半分くらい

しか動いていないはず、少し増えているかもし

れませんけれども、そこは資料持っていないの

で分かりませんけれども。要は、アンバランス

な施設のまんま今運転しているのですよね。 

 それで、長寿命化計画が、何割か補助金入っ

て、２年前になるのですか、終わったことに

なっていますけれども、この中に分電盤の工事

だとか何とかというのがなぜ入らなかったのか

というのが今回一番疑問点としてあるのです

よ。長寿命の中でやるべき仕事だったのではな

いかと思うのですけれども、なぜ何年かタイム

ラグがあって、今１億円もかけてやる必要に

なったのか、ここの説明。 

 それと、今、更新する設備というのは、今必

要な分だけの設備なのですか。それとも、でき

ている施設を全部フルに動かすための設備なの

か。要は、過大設計になっていないか。処理能

力に合ったものに、例えば小型化するだとか、

そういうことができるような気がするのですけ

れども、そこのしっかりした説明をお願いした

いと思います。 

 これは、これも傷んできた、これもこれから

必要だという説明は、全部ここの委託をお願い

している会社から出てきているものなはずなの

ですよ。極端な言い方をすれば、我々は、言わ

れたまんまお金払わなければ駄目な施設なので
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す、分かりませんからね。やらないと壊れてし

まう、壊れたら大変だという、必ずそういう説

明で、これも直します、あれも直します。その

説明と長寿命化の話がかみ合っていないのでは

ないかなというのがちょっとあるので、しっか

りした説明をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○池田委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 それでは、順次お答えさ

せていただきたいと思います。 

 まず１点目の水道事業のビジョン等の委託料

がちょっと高いのではないかと。実際どういっ

た業務内容なのですかというような趣旨の質問

だと思われますので、その回答をさせていただ

きたいと思います。 

 実際、水道事業のビジョンの策定業務につい

ては、先ほど説明の中でも触れましたが、経営

戦略もちょっと見直しをかけますと。何をやる

のですかというような御質問だと思いますが、

実際水需要と言われるもの、これから七飯町が

どのくらい水道水を使うのですかというのを予

測を立てて設備の更新や管路の更新等を行って

いくのですが、それには当然将来人口の推計で

すとかも入ってきます。こちら人口推計と併せ

て水需要を立てた上で今後の設備の更新計画等

を策定することになります。ですので、二つの

大きな業務の委託を１回で今回まとめてやるよ

うな形を取らさせていただきたいという形にな

ります。 

 続いて、２点目の質問、大沼の３,８０３万

８,０００円の更新工事の関係だと思いますが、

場所は吉野山会館の、ちょうど上軍川と大沼の

境目のところなのですが、その通りを入ってい

くと、山にぶつかるちょっと手前の右手のほう

に大沼の管理棟があって、その奥のほうに施設

設備があります。そちらのほうにある受電設備

になります。こちらのほう、中身としては６,６

００ボルトで入ってきた高圧の電力のものを、

先ほど言いましたように、変圧器で許容の電圧

に変更させるのが簡単な説明になるのですが、

こちらのほうも説明の中でちょっと触れました

が、昭和５９年に整備されたものです。既にも

う３７年ほど経過しております。この関係で、

施設の更新をぜひやっておきたいということ

で、今回の予算として計上させていただいてお

ります。 

 三つ目、ナンバー３の下水道事業計画変更委

託料４４０万円の業務の中身についてになるか

と思います。こちらのほうは、現在の大沼の汚

水の処理方式が標準活性汚泥処理法という方式

を取っておりますが、先ほど委員おっしゃられ

たとおり、この設備を造ったときの汚水の処理

計画量が、別荘地ですとか観光需要等を見込ん

だ上での施設となっていることは間違いござい

ません。ただ、こちらの４４０万円をかけさせ

ていただくのは、現在の標準活性汚泥処理法以

外の処理方法、オキシデーションディッチと呼

ばれ、プール方式だとかもしくは終末処理場を

大沼ではなくて違うところにつなぐような形の

ものを検討できないかというような調査、汚水

の処理に関する抜本的な解決方法を今回単独の

費用として４４０万円、これは補助等一切入れ

ないで計上させていただいて、先ほど委員おっ

しゃられたように、大沼下水浄化センターの処

理、汚水の処理方式について見直しをかけてい

きたいというようなものが主な内容になりま

す。 

 最後に、資料要求の件ですね。なぜこのタイ

ミング、長寿命化計画だとか、最後の資料の７

ページにあったように、先に手をかけられな

かったのかみたいな中身と、あと、今の必要な

更新工事は過大ではないのかというような２点

だったと思いますが、この施設に関しては、や

はり機械等の設備がほかにもあります。下水道

のほうの担当部署と実際委託されて運転されて

いる業者とのやり取りの中で必要な箇所は必ず

出てくるのですが、やはりその中でも優先度

と、あと財源、お金がどのくらい手当てできま

すかというような話になります。こちらを上下

水道課の担当部署のほうで総合的に勘案した結

果、資料の７ページ目のような更新を実施させ

ていただいたというような形になります。 

 １億何がしの工事は過大ではないかと言われ

ておりますが、中身を見ていただければ分かる
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のですが、実際機械としては単純な箱のような

ものしか写っていないのですが、実際この制御

盤がその先のポンプですとか、いろいろな機械

を制御する。極端な話、ソフトウェアだとか、

形に見えないものが多分こちらのほうの費用の

半分以上を占めるような形になります。 

 実際、物はつくったとしても、そのものをす

ぐ据えつけて動かせるかといったら、そうはな

らなくて、現地の汚水の処理の状況に合わせ

て、汚水は待ったなしできますので、極端な話

２４時間、３６５日の中で必ず処理ができるよ

うな形の制御、しかもなるべく時間帯に合わせ

て汚水の量も変わりますので、そういった部分

も含めての調整を翌年度以降やるための機械と

なります。 

 また、戻りますが、これは決して過大ではな

くて、必要最低限の汚水の処理をする上でどう

してもこちらの制御盤を更新しておかなけれ

ば、繰越明許の話になるかもしれないのです

が、資材の機器の調達が今非常に、ＩＣとか集

積回路のほうの時間がかかりますので、なるべ

くストックマネジメント計画の中で更新してお

きたいというような形で予算のほうを計上させ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 まず、１点目の人口に合わせた計

画を立て直すための業務委託料であるという説

明だと思うのですけれども、人口問題調査会だ

とか公的な資料を見ても、七飯町の人口という

のは決して増えることはなく減っていくわけで

すよね。その中にあって、開発行為があったり

なんなり、確かに水道のラインとしては増えて

もきているでしょうし、古いラインもあるか

ら、それを見直しするということなのでしょう

けれども、先ほどもちょっと聞きましたけれど

も、基本的に水が足りなくなるから見直すとい

うのが前の計画だったのですけれども、今は水

源としてはどうなのですかね。水源の調査なん

かも入るくらいの金額かと思うのですけれど

も、もっともっと水を確保するための業務委託

なのか、人口に合わせてという話であれば、そ

んなそんな大きな調査が必要ではないのではな

いかなという気がしますので、もう一度お願い

したいと思います。 

 それから、ナンバー３の４４０万円、今の方

式を変えることを検討するための調査費だと。

確かに方式としては古いですし、ランニングコ

ストもかかる設備ですから、替えたほうがいい

と思うのですよ。替えたほうがいいと思うので

すけれども、今まで長寿命化はやった。それか

ら、まだ何年間か、まず今回は１億円かけて分

電盤が古いので、部品もなくなるので直してお

きたい。それに合わせて、来年度も受電関係、

自家発電といったもので、また１億３,０００万

円くらい予算がかかると。 

 確かに止まってしまったら大変だという説明

はよく分かります。分かりますけれども、方針

を変更しようと言っているときに、億単位のお

金をかけていかなければいけない、それだけの

財源に余裕はあるのですか。大沼ははっきり

いって、どんどん人が増えてくるということは

ほぼしばらくの間は考えられないですから、つ

なぎに何とかするという方式を、例えば今ある

ものが壊れたらほかからちょっと持ってきて保

管できるような仕組みを考えておいたほうが安

上がりではないですか。何か今ある施設を全部

新品に、これから何十年も使える施設に替える

という前提の中で、今度また４４０万円かけて

別な方式を検討するというのであれば、これは

つじつまが合わないと思うのですよ。 

 替えるのだったら、さっさと替える方式を決

めて、それが何年ぐらいかかるかという、その

間保管できるやり方を計画したほうがいいと思

います。これはもうこれから２０年も３０年も

使うためのやり方ですよね、分電盤を全部更新

する、受電盤も更新するというのは。ちょっと

その辺が無駄遣いではないかなと思いますの

で、もう一度説明をお願いします。 

○池田委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 それでは再質問の、４４

０万円の中身について、これから人口が減って

いくのではないかと。設備の更新、前回の調査

が水源等のものだったのではないかというよう
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な御質問だったと思います。 

 先ほど言った水道ビジョンと併せて経営戦略

の中で、今回これほど高額になるのには、施政

方針にもちょっと書かせていただいたのです

が、水道料金の適正な設定の部分のシミュレー

ションが実は入っております。これをする理由

は、先ほど説明したとおり、人口の推計をやっ

た上で今後の水需要、これからどのくらい水が

かかるのですかというような部分も含まれてお

ります。 

 その関係で高額に膨れ上がっているのです

が、併せて設備の更新も、先ほど委員のほうの

指摘のとおりあるのですが、今まではどちらか

というと管路のほうに手をかけていたのです

が、最近とは言わないのですが、配水池のほう

も、実は大中山の上のほうですとか七飯中学校

の下のほうにとか鳴川にあるのですが、そちら

のほうの更新についても今後考えていかなけれ

ば、要は、昭和５０年代に建設されたものです

ので、もう間もなくそういう意味では寿命を迎

えることになります。先ほどの水需要と併せ

て、本当に今ある施設を単純に更新するのでは

なくてというようことも、今後シミュレーショ

ンしなければなりません。 

 併せて、先ほど言った水需要に合わせて施設

を更新するのに幾ら費用が必要なのだというと

ころも試算も含めた委託になりますので、先ほ

ど言った水源だけではなくて、今までの施設の

更新、管路メインだったものをさらに本当の水

道の施設の更新の部分も含めた委託になります

ので、通常の委託料よりは少し値が高額になっ

てしまっているというような形です。 

 併せて、再質問で、今４４０万円かけて新し

い汚水の処理方式を検討するのではないか。で

も片や１億何がしをかけて大沼下水浄化セン

ターを更新しようとしているのではないかとい

うような御指摘かと思います。 

 委員おっしゃるとおり、新しい処理方式がも

し４４０万円ですぐ仮に新しい方法が決まった

として、それが先ほど言ったプール方式なの

か、大きい浄化槽方式にするのか、そこら辺こ

れから実際委託業務に出してからの話になった

として、仮の話ですが、もしその方式が固まっ

たとしても、実際にまずやらなければならない

のが、下水道は計画を全て国のほうに出さない

と補助金がつきませんので、そういった計画の

変更の見直しから始まって、実際インフラの本

当に汚水の処理の施設の更新になりますので、

うちのほうとしての見積りですが最短でも新し

い汚水の処理方式を決めたとしても最低１０年

はかかるであろうというふうに見積もっており

ます。 

 というのは、先ほど言ったように計画変更か

ら始まって資材の調達、工事、実際にその処理

の切替え、運転から何からというものを全てう

ちのほうとしてもシミュレーションしておりま

す。ですので、今回４４０万円をかけて新しい

処理方式が仮に決まったとしても、そこから新

しい処理方式に移行するまで最低こちらのほう

では１０年はかかるというふうに見積もってお

ります。 

 ということは、その１０年の間、大沼から出

る汚水の処理について、先ほど言いましたよう

に２４時間、３６５日間断なく、汚水を処理す

ることをこちらのほうとしてはインフラ事業を

手がけている以上実施しなければなりませんの

で、決して無駄にはならないというふうな認識

でおります。 

 以上でございます。 

○池田委員長 平松委員。 

○平松委員 峠下地区というのですかね。今、

道の駅だ何だで、少しは前よりはにぎやかに

なっている地区、この辺が下水道が完備されて

いなくて、ぜひあの辺にも下水道をつけてもら

いたいという声というのは常々出ているのです

けれども、例えば、大沼の処理場は全く処理を

しないで、発電所がどう出るか分かりませんけ

れども、発電所にまで落としてしまって、発電

所から出てきた水を下で処理をする施設を造る

とかということが考えられるのであれば、随分

と経費が浮くと思うのですけれども、これは北

電が駄目だと言えば、それで終わってしまう話

ですけれどもね。 

 ただし、北電にある程度町のほうが毎年幾ら
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幾ら負担金みたいな形でお支払いしますので協

力してくれとかということをやっても、あの

タービンですから、普通の下水処理水流しても

タービン自体が壊れるとか詰まるとか、そうい

うことは考えられないと私は思うのですけれど

も、そういった方式まで考えられるのかどう

か。あくまでもあの古い４０年近くたってい

る、一番最初に造ったのはもう４５年ぐらい

たっているはずですよ。だから耐震もアウトで

すし、あそこを利用するという計画で新方式考

えるのか、全く別位置で、ほかの地域のことも

考えた検討をするのか、これは大きな岐路にな

ると思いますので、その辺の可能性をちょっと

お答え願いたいと思います。 

○池田委員長 上下水道課長、要点をまとめて

話してください。 

○池田上下水道課長 再々質問にお答えさせて

いただきたいと思います。 

 まず、峠下・仁山地区の下水道整備について

なのですが、残念ながら今の七飯町の流域関連

公共下水道及び特定環境保全公共下水道の事業

計画のいずれにも両地区についての汚水の処理

計画は入っておりません。ですので、仮にここ

に下水道の整備をするとなると、まずそちらの

ほうから着手しなければなりません。 

 ２点目、発電所、大沼・小沼湖から大野かん

ぱい用に落としている導水管のことをおっ

しゃっているのだと思います。実際、２年前に

現地の調査に北電と一緒に入りました。口径と

しては２メートルくらいのトンネルなので全然

送ることは問題ないとは思われます。ただ、残

念ながら北電いわく、発電中は一切止めません

と。ですので、２メートルのトンネルの中を水

がずっと満水の状態で落水させて発電させてい

ますという話です。ですので、うちのほうとし

て一番懸案したのが何らかのトラブルがあった

ときに保守できませんね、維持管理できません

ねということで、ちょっとその計画について

は、うちのほうも現地調査を進めた上で断念し

ている経緯があります。 

 以上です。 

○池田委員長 あと、ありませんか。 

 若山委員、端的にお願いします。 

○若山委員 １点だけ。下水道のほうで、収益

的収入で今回１００万円、下水道使用料が上

がっていて、この間、下水道の料金の値上げを

可決したのですけれども、桁間違っていて、そ

れかなと思ったのだけれども、その値上げの分

についての補正とか何とかというのは、いつ頃

反映させるとか、これは決算までしないのかど

うか、そこのところを教えてください。 

○池田委員長 上下水道課長。 

○池田上下水道課長 御質問にお答えします。 

 新しく１０月からの下水道使用料の改定の分

の収入の見込みについてなのですが、今回の補

正とは全く関係ございません。 

 今の予定では、９月の議会で、実績ですよ

ね、４月からの水量の実績、汚水の処理料等を

見た上で、今後の１０月以降の下水道使用料を

反映させたものとして試算した上での収入を９

月の議会で出す予定でございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 あと、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 それでは、質疑を終わります。 

 以上で、上下水道課に対する審査を終了いた

します。 

 以上で、経済部を終わります。 

 副町長、経済部の皆さん、ありがとうござい

ました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時４１分 休憩 

────────────── 

午後 ２時４３分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 これより、教育委員会の審査を行います。 

 教育長をはじめ、教育委員会の皆さん、御苦

労さまでございます。 

 早速ですが、予算書及び提出資料に基づき説

明をお願いいたします。 

 初めに、学校教育課の審査を行います。 

 学校教育課長、よろしくお願いします。 

○俉楼学校教育課長 それでは、学校教育課の
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所管事務について資料に沿って御説明をしてま

いります。 

 まず、ナンバーの１でございます。事務局費

（学校教育）、当初予算を４,６７９万５,００

０円のところ、２２８万５,０００円を追加して

４,９０８万円とするものでございます。内訳と

しましては、使用料及び賃借料は、学校用ＩＴ

管理ソフトライセンス更新料として２２８万５,

０００円でございます。 

 続きまして、ナンバーの２、事務局費（臨時

交付金事業）でございます。当初予算はござい

ません。今回の補正予算で２,１０３万６,００

０円を計上するものでございます。この事業

は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金の事業でございます。内訳としまして

は、役務費は修学旅行等キャンセル料で４９１

万８,０００円、タブレット端末保険料として１

４５万６,０００円でございます。委託料はネッ

トワーク機器設定委託料で６４万円、備品購入

費は教材備品購入費といたしまして１,４０２万

２,０００円でございます。 

 続きまして、ナンバーの３になります。教員

住宅管理費でございます。当初予算１９０万２,

０００円に対しまして２,１４５万円を追加し、

２,３３５万２,０００円とするものでございま

す。内訳としましては、工事請負費としまして

旧大沼小学校教員住宅及び遊具等の解体のため

に教員住宅等解体工事費を追加するものでござ

います。 

 続きまして、ナンバーの４、学校管理費（小

学校）でございます。当初予算７,１９９万円に

対しまして５０万円を追加して、７,２４９万円

とするものでございます。内訳としまして、備

品購入費、学校備品購入費を５０万円追加する

ものでございます。 

 続いて、ナンバーの５、校舎等営繕費（小学

校）でございます。当初予算５,１８９万７,０

００円に対しまして８７万９,０００円を追加

し、５,２７７万６,０００円とするものでござ

います。内訳としまして、工事請負費は、歩行

者注意看板設置工事として８７万９,０００円を

追加するものでございます。 

 続いて、ナンバーの６、教育振興費（小学

校）は、１,５７８万円に対しまして２００万円

を追加して、１,７７８万円とするものでござい

ます。内訳といたしまして、備品購入費は教材

備品購入費として２００万円の追加でございま

す。 

 続いて、ナンバーの７、学校管理費（中学

校）は、４,２７１万２,０００円に対しまして

５０万円を追加し、４,３２１万２,０００円と

するものでございます。内訳として、備品購入

費は学校用備品購入費５０万円の追加でござい

ます。 

 最後になります。ナンバーの８、教育振興費

（中学校）は、１,６３１万８,０００円に対し

まして１００万円を追加し、１,７３１万８,０

００円とするものでございます。内訳としまし

て、備品購入費は教材備品購入費として１００

万円を計上するものでございます。 

 簡単雑駁ではございますが、資料の説明は以

上でございます。 

○池田委員長 御苦労さまです。 

 それでは質疑に入ります。ありますか。 

 田村委員。 

○田村委員 まず、資料ナンバー６番と８番、

小学校の教育振興費と中学校の教育振興費で、

備品ですね。これは教材備品、前の３月段階の

ときには１００万円、それから中学校について

は７５万円計上している。そして今回は、教材

備品として２００万円計上追加している。この

２００万円の追加は何なのか。これを教えてい

ただきたい。 

 それから、中学校についても１００万円追加

していますけれども、この内容について説明を

お願いしたいと。 

 もう一つは、当初の予算書に計上されている

１００万円、７５万円の発注はいつしたのか。

それも併せて教えていただきたいと思います。 

○池田委員長 課長。 

○俉楼学校教育課長 それでは、お答えしてま

いります。 

 まず、ナンバーの６、今回小学校分として教

材備品２００万円を計上してございます。これ
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は、各学校のほうから今使っているもので使え

なくなってしまって更新するものだとか、新た

に学校の需要によって必要なものということで

いろいろ出てきておりまして、それの購入のた

めの２００万円ということでございます。 

 中学校についても、考え方としては同じもの

で、学校からの希望を取りまして、それを積み

上げたものが１００万円ということでございま

す。 

 当初予算については、申し訳ありません、

今、私の頭になくて、後ほど回答させていただ

きたいと思います。 

 以上でございます。 

○池田委員長 田村委員。 

○田村委員 これはなぜ聞くかというと、今

回、小学校、中学校は、それぞれ政策予算で出

てきているのですよね。当初の予算も同じ、物

品名で出てくれば分かるのですけれども、くく

りの中で教材備品という形でそれぞれ出てきて

いるのですよ。そうしますと、当初予算で骨格

予算で出てきた教材備品と今回の政策予算の中

で出てきた教材備品の何が違うのか、私からす

れば分からないのですよ。 

 そうであれば、当初にみんな載せてしまうの

か、今回の政策予算に全部載せてしまうのか。

通常、備品の考え方というのは、そのときの町

長が必要だとか、必要でないとか判断しながら

計上するべきものが、政策予算の中の私はとり

わけ備品だと思っているのですよ。それが骨格

予算にも出てきて、今回の政策予算にも出てき

ているというのがどうも釈然としない。 

 物品一つ一つ出てくるのならまだ違いが分か

りますけれども、今の答弁であれば、全く同じ

ような、骨格予算も政策予算も同じような考え

方の流れの中で私は出てきているような感じが

してならないものですから、それでこういうな

ぜ骨格と政策の中でそれぞれ同じ項目の教材備

品が出てくるのかということでお尋ねしている

ので、もう一度そこら辺、説明していただきた

いと思います。 

○池田委員長 学校教育課長。 

○俉楼学校教育課長 今回の、例えば小学校の

教材備品については、各学校から必要な物品と

いうことで、例えばデジタルタイマーだとかミ

シンだとか跳び箱だとかということで、その学

校で必要なものを希望で上げてもらったものを

今回予算化をしてございます。中学校について

も同じことで、学校からの要望に基づいて予算

化をしているものでございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 ナンバー３、教員住宅解体工事に

ついて、解体しなければならないので、政策予

算なのか、その他なのかと悩むところなのです

けれども、まず確認したいのは、住宅４棟と遊

具と分かれていますけれども、それぞれ金額幾

らで、合計して２,１４５万円だと思うのですけ

れども、分けると幾らになるのかというのと、

一括で発注するようなことになるのかどうかと

いうことと、住宅の解体の単価として、遊具が

幾らか分からないのだけれども、ちょっと高く

見積もっているのではないかと。 

 体育館のときにもえらい高いなと思ってあれ

したのですけれども、教員住宅はそんなに立派

なものでないような印象を持つのですけれど

も、値段として妥当性というか、全道の平均の

何とかを出したとか、見積りとかいろいろある

のでしょうけれども、その辺のところで根拠と

いいますか説明、こうですよというのを聞かせ

ていただければなと思います。 

○池田委員長 学校教育課長。 

○俉楼学校教育課長 それではお答えしてまい

ります。 

 まず、今回のものについては、大沼小学校の

教員住宅４棟と遊具。遊具については、旧大沼

小学校と軍川小学校の分が入ってございます。

設計上では、遊具分については、このうち１２

０万円程度が設計の金額となってございます。

工事としては一括して発注してまいりたいとい

うことで考えてございます。 

 解体の単価が高いのではという御質問でござ

います。これにつきましては、私ども設計する
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上で、北海道の工事関係の積算システムを使っ

て北海道の単価等、また北海道の単価にないも

のについてはここら辺の地域の単価を設定して

積算しているというものでございます。ですの

で、そのシステム上はこの設計単価になるとい

うものでございます。私どもとしてはシステム

上妥当であるということで考えているところで

ございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 若山委員。 

○若山委員 今、内訳を聞いたら、遊具が１２

０万円ということなので、２,１４５万円でいく

と１棟当たり５００万円ですよね。何か特別な

建物とか、アスベストがどうだとか、特別な何

か構造になっているとか、そういうようなもの

なのかどうか。ごく一般的な、そんな立派なも

のでないような印象を見ていると思うのですけ

れども、５００万円という値段は北海道の平均

のそういういろいろな例を積算していくとそう

いうふうになりますよということでよろしいの

でしょうかね。 

○池田委員長 課長。 

○俉楼学校教育課長 構造的にはコンクリート

ブロックで造られた建物で、４棟のうち１棟に

ついては２階建てで、あとは平屋で２戸世帯が

入る長屋の住宅でなってございますが、特にア

スベストについては軒下については少しあるだ

ろうと想定の下設計をしてございますが、おお

むね去年も七重小学校の教員住宅を解体してご

ざいますが、この設計単価になってございまし

て、入札もほとんどそのぐらいの入札になって

いるという実績もございます。 

 以上でございます。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、審議を終わります。 

 以上で、学校教育課に対する審査を終了いた

します。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ２時５７分 休憩 

────────────── 

午後 ３時０８分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 これより、生涯教育課の審査を行います。 

 生涯教育課長、お願いします。 

○竹内生涯教育課長 それでは、生涯教育課の

補正予算について御説明をさせていただきま

す。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名、町内会館

振興費は、当初予算額１５３万６,０００円、補

正額は政策予算分のみで２８４万２,０００円、

本年度予算額合計４３７万８,０００円となって

おります。事業目的、補正金額の内容等につい

ては、記載のとおりとなってございます。 

 次に、ナンバー２、事業予算名、文化セン

ター管理費は、当初予算額６,３１９万１,００

０円、補正額は政策予算分のみで４６７万５,０

００円、本年度予算額合計６,７８６万６,００

０円となっております。特定財源、事業目的、

補正の金額の内容等につきましては、記載のと

おりとなってございます。 

 次に、ナンバー３、事業予算名、大中山コモ

ン管理費は、当初予算額１,５０８万８,０００

円、補正額は政策予算分のみで１１５万９,００

０円、本年度予算額合計１,６２４万７,０００

円となっております。特定財源、事業目的、補

正金額の内容等につきましては、記載のとおり

となってございます。 

 次に、ナンバー４、事業予算名、大沼婦人会

館管理費は、当初予算額８７１万５,０００円、

補正額は政策予算分のみで１１５万９,０００

円、本年度予算額合計９８７万４,０００円と

なっております。特定財源、事業目的、補正金

額の内容等につきましては、記載のとおりと

なってございます。 

 次に、ナンバー５、事業予算名、歴史館管理

費は、当初予算額１,０６７万３,０００円、補

正額は政策予算分のみで６４０万２,０００円、

本年度予算額合計１,７０７万５,０００円と

なっております。特定財源、事業目的、補正金

額の内容につきましては、記載のとおりとなっ

てございます。 
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 生涯教育課所管分の説明については、以上で

ございます。 

○池田委員長 それでは、これから質疑に入り

ます。何かありますか。 

 若山委員。 

○若山委員 番号特定しないで全てに係るので

すけれども、老朽化によるとか経年劣化による

とかというふうになっていて、前のほかの課に

もいろいろ聞いていたのですけれども、いつこ

いうのが更新しなければいけないとかというの

が分かって、本来当初予算でやるべきものでな

いのかなというのをずっと聞いているのです。

そうしたら、こういう事情でとかといろいろ言

うところがあるのですけれども、これについて

はあれですか、事業債を発行するということ

で、当初予算ではもうやめていく町長での事業

としてやるわけにいかないので、新しい町長に

なってからやるということで今回出てきている

という、今回上がっているタイミングの理由、

そこのところを確認させてください。 

 本来、こういうものは、やっぱり当初予算で

しっかり上げなければいけない。別に内容自体

に、別化しているわけだから直さなければなら

ないという、そういうのは当たり前の話なので

すけれども、そこのところの説明をお願いしま

す。 

○池田委員長 生涯教育課長。 

○竹内生涯教育課長 それでは、いろいろと修

繕等々ありますけれども、当初予算に載せない

で政策予算なのはなぜかというところだと思う

のですけれども、こちらにつきましては、当初

の骨格予算の要求時に、こちらの今回の政策予

算の部分につきましても修繕をする必要がある

というような部分では、担当課では認識してお

ります。ただ、こちらの事業債等々組むに当

たっては、やはり委員のおっしゃるとおり、町

長の政策的な部分もありますので、その部分の

判断も必要だということで政策予算に回ってい

るということで御理解いただきたいと思いま

す。 

 以上です。 

○池田委員長 よろしいですか。 

 あと、ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、審議を終わります。 

 以上で、生涯教育課に対する審査を終了いた

します。 

 御苦労さまでした。 

 それでは、次に、スポーツ振興課の審査を行

います。 

 スポーツ振興課長、お願いします。 

○髙橋スポーツ振興課長 それでは、スポーツ

振興課の補正予算案について御説明申し上げま

す。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名、体育施設

管理費は、当初予算額４,０６０万９,０００

円、補正額は補正予算のみで６８０万円、本年

度予算額合計で４,７４０万９,０００円で、４,

８８３万２,０００円の増となっております。事

業目的、補正金額の内訳については、記載のと

おりでございます。 

 次に、ナンバー２、事業予算名、体育施設管

理費（臨時交付金事業）は、新規事業となりま

す。補正額はその他予算分のみで６４５万２,０

００円、本年度予算額合計で６４５万２,０００

円で皆増となってございます。特定財源、事業

目的、補正予算の内訳については、記載のとお

りでございます。 

 スポーツ振興課所管分の説明は、以上でござ

います。 

○池田委員長 これより質疑を行います。何か

ありますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 なければ、これで質疑を終わり

ます。 

 以上で、スポーツ振興課に対する審査を終了

いたします。 

 次に、学校給食センターの審査を行います。 

 学校給食センター長、よろしくお願いしま

す。 

○川崎学校給食センター長 それでは、学校給

食センター分の説明をさせていただきます。 

 共通様式ナンバー１、事業予算名、学校給食

センター運営費、当初予算は１億５,５８６万



－ 46 － 

１,０００円、補正額は政策予算分として６８万

３,０００円、本年度予算額合計１億５,６５４

万４,０００円です。事業目的等は、記載のとお

りでございます。 

 次に、ナンバー２、事業予算名、学校給食セ

ンター運営費（臨時交付金事業）ということ

で、新規事業で、補正額はその他予算分という

ことで２００万円、本年度予算額２００万円。

事業目的及び特定財源は、記載のとおりでござ

います。 

 以上、簡単ですがこれで終了いたします。 

○池田委員長 御苦労さまです。 

 質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 質疑を終わります。 

 以上で、学校給食センターに対する審査を終

了いたします。 

 以上で、教育委員会を終わります。 

 教育長、教育委員会の皆さん、ありがとうご

ざいました。 

 暫時休憩いたします。 

午後 ３時１４分 休憩 

────────────── 

午後 ３時１７分 再開 

○池田委員長 休憩前に引き続き、再開いたし

ます。 

 以上で、議案第４０号から議案第４４号ま

で、全ての説明と質疑は終了いたしました。 

 そこで、皆さんにお諮りいたします。 

 町長に対する総括質疑は、どうなされますで

しょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 今、なしという声が大きかったの

ですけれども、７億円の補正予算ですけれど

も、分析したみたとおり、政策的なものとそう

でないものとあって、政策の予算の金額が非常

に少ないと。そういう意味では、やはり町長の

意見を確認するというか、反対するとかという

ことではなくて、質疑というか、意向を確認す

る時間はあったほうがいいのではないかなと思

いますので、提案します。 

○池田委員長 今、若山委員からそのような意

見が出ましたけれども、皆さんどうでしょう

か。必要でしょうか。 

 もしあれだったら、町長総括質疑について、

採決によって決めたいと思いますけれども、よ

ろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 町長総括の質疑を行うことに賛

成の方、起立をお願いします。 

（賛成者起立） 

○池田委員長 ２名。少数です。 

 よって、町長総括質疑は、今回はなしという

ことで決定いたしました。 

 これより、付託された議案５件を１件ごとに

討論、採決を行ってまいります。 

 議案第４０号令和４年度七飯町一般会計補正

予算（第３号）の討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４０号令和４年度七飯町一般会計補正

予算（第３号）を原案どおり可決すべきものと

決することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４０号令和４年度七飯町一般

会計補正予算（第３号）は、原案どおり可決す

べきものと決しました。 

 議案第４１号令和４年度七飯町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）の討論を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４１号令和４年度七飯町国民健康保険

特別会計補正予算（第１号）を原案のとおり可

決すべきものと決することに御異議ございませ

んか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４１号令和４年度七飯町国民

健康保険特別会計補正予算（第１号）は、原案

どおり可決すべきものと決しました。 
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 続きまして、議案第４２号令和４年度七飯町

介護保険特別会計補正予算（第１号）の討論を

許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４２号令和４年度七飯町介護保険特別

会計補正予算（第１号）を原案どおり可決すべ

きものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４２号令和４年度七飯町介護

保険特別会計補正予算（第１号）は、原案どお

り可決すべきものと決しました。 

 続きまして、議案第４３号令和４年度七飯町

水道事業会計補正予算（第１号）の討論を許し

ます。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４３号令和４年度七飯町水道事業会計

補正予算（第１号）を原案どおり可決すべきも

のと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４３号令和４年度七飯町水道

事業会計補正予算（第１号）は、原案どおり可

決すべきものと決しました。 

 次に、議案第４４号令和４年度七飯町下水道

事業会計補正予算（第１号）の討論を許しま

す。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第４４号令和４年度七飯町下水道事業会

計補正予算（第１号）を原案のとおり可決すべ

きものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４４号令和４年度七飯町下水

道事業会計補正予算（第１号）は、原案どおり

可決すべきものと決しました。 

 以上で採決を終わります。 

 それでは、採決が終わりましたので、報告書

については、委員長、副委員長においてまと

め、月曜日の委員会に報告書案を提出したいと

思いますが、報告書の記載事項等を希望する委

員は発言をお願いいたします。 

 若山委員。 

○若山委員 今回の予算の政策的なものとそう

でないものとの金額の内訳が、文面なり、表な

りで分かるような形で、報告書のどこかに載せ

ていただきたいなというふうに感じます。 

○池田委員長 分かりました。 

 あと、ほかにありますでしょうか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 ただいま、議案第４０号から議

案第４４号までの各会計予算の報告書に記載す

る事項については、委員会の総意として、委員

長、副委員長においてまとめ、次回の委員会に

報告書案として提出したいと思いますが、御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議がございませんので、次

回の委員会に報告書案を提出することを決定い

たしました。 

 次回の委員会、つまり報告書のまとめは、６

月２０日午前１０時から開催したいと思います

が、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、次回の委員会は、６月２０日午前１

０時から開催することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 本日の予算審査特別委員会は、これをもって

終了したいと存じますが、これに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田委員長 御異議なしと認めます。 

 よって、本日の予算審査特別委員会は、これ

をもって終了いたします。 

 御苦労さまでした。 

午後 ３時２５分 散会 
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